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国見町告示第１１７号 

 

 

 

 

 

      令和４年第５回国見町議会定例会を次のとおり招集する。 

 

 

         令和４年１１月２１日 

 

 

 

 

 

                     国見町長 引地 真 

 

 

 

 

 

 

記 

 

 

 

         １．期  日   令和４年１２月６日 

 

         ２．場  所   国見町議会議場 
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応招不応招議員 

 

 

 ・応招議員（１２名） 

   １番 蒲 倉   孝 君   ２番 八 巻 喜 治 郎 君   ３番 宍 戸 武 志 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 山 崎 健 吉 君   ６番 小 林 聖 治 君 

   ７番 村 上   一 君   ８番 佐 藤 定 男 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 渡 辺 勝 弘 君  １１番 松 浦 常 雄 君  １２番 浅 野 富 男 君 

  １３番 八 島 博 正 君  １４番 東 海 林 一 樹 君 

 ・不応招議員 

   な し 

 



 
 
 

第  １  日 
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令和４年第５回国見町議会定例会議事日程（第１号） 

 

                   令和４年１２月６日（火曜日）午前１０時開議 

 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期決定 

 第 ３ 諸般の報告 

 第 ４ 議案第５７号 国見町職員の高年齢職員部分休業に関する条例 

 第 ５ 議案第５８号 国見町下水道事業の設置等に関する条例 

 第 ６ 議案第５９号 国見町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関す 

            る条例の一部を改正する条例 

 第 ７ 議案第６０号 国見町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 第 ８ 議案第６１号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 

            備に関する条例 

 第 ９ 議案第６２号 国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用弁償に関する条 

            例の一部を改正する条例 

 第１０ 議案第６３号 国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 第１１ 議案第６４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 第１２ 議案第６５号 国見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一 

            部を改正する条例 

 第１３ 議案第６６号 国見町特別会計条例の一部を改正する条例 

 第１４ 議案第６７号 国見町公共下水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例 

 第１５ 議案第６８号 国見町水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例 

 第１６ 議案第６９号 国見町水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を 

            定める条例の一部を改正する条例 

 第１７ 議案第７０号 工事請負契約の締結について 

 第１８ 議案第７１号 令和４年度国見町一般会計補正予算（第５号） 

 第１９ 議案第７２号 令和４年度国見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 第２０ 議案第７３号 令和４年度国見町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 第２１ 議案第７４号 令和４年度国見町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 第２２ 同意第 ３号 国見町渇水対策施設財産管理委員の選任につき同意を求めるこ 

            とについて 
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 ・出席議員（１２名） 

   １番 蒲 倉   孝 君   ２番 八 巻 喜 治 郎 君   ３番 宍 戸 武 志 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 山 崎 健 吉 君   ６番 小 林 聖 治 君 

   ７番 村 上   一 君   ８番 佐 藤 定 男 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 渡 辺 勝 弘 君  １１番 松 浦 常 雄 君  １２番 浅 野 富 男 君 

  １３番 八 島 博 正 君  １４番 東 海 林 一 樹 君 

 ・欠席議員（なし） 

 ・遅参及び早退議員（なし） 

 ・地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 引 地  真 君 副 町 長 佐 藤 克 成 君 

教 育 長 菊 地 弘 美 君 総 務 課 長 阿 部 正 一 君 
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書 記 石 澤  廣 君   

 



 

‐5‐ 

 

◇開会の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。 

   ただいまの出席議員は全員です。定足数に達しておりますので、これより令和４年

第５回国見町議会定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） 直ちに本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりであります。 

◇          ◇          ◇ 

◇会議録署名議員の指名 

議長（東海林一樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１０番渡辺勝弘君、１１番

松浦常雄君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

◇会期の決定 

議長（東海林一樹君） 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

   おはかりいたします。 

   本定例会の会期は、本日から１２月９日までの４日間としたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、会期は本日から１２月９日までの４日間と決定いたしました。 

   なお、本定例会にあたり、町長、監査委員、農業委員会会長、関係職員に対し、説

明のため、あらかじめ出席を求めておりますので、ご了承願います。 

◇          ◇          ◇ 

◇諸般の報告 

議長（東海林一樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   初めに、議会関係について事務局長から報告させます。議会事務局長。 

議会事務局長（澁谷康弘君） 議会関係についてご報告いたします。 

   令和４年第４回議会臨時会以降、現在までの議会活動は、お手許に配付の議員活動

報告書のとおりであります。 

   本定例会に、町長より別紙議案提出書のとおり議案１８件、同意１件が提出され、

受理いたしました。 

   本定例会までに受理した請願・陳情はありませんでした。 

   一般質問の通告は８議員で、お手許に配付の一般質問通告一覧表のとおりでありま

す。 

   定期監査及び例月出納検査の結果について監査委員から報告があり、その写しを配
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付しております。 

   以上、ご報告いたします。 

議長（東海林一樹君） 次に、一部事務組合関係について。 

   最初に、伊達地方消防組合議会について、６番小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 今回の伊達地方消防組合議会の報告は、臨時会と定例会の２件であ

ります。 

   まず、伊達地方消防組合議会臨時会について報告いたします。 

   去る９月２６日、渡辺勝弘議員とともに伊達地方消防組合議会臨時会に出席してま

いりました。午前１０時３０分より伊達地方消防組合会議室において全員協議会が開

かれ、提出議案について協議いたしました。 

   続いて、午前１１時３０分より、令和４年第３回伊達地方消防組合議会臨時会が開

かれ、まず、管理者から消防組合における諸般の報告、提案理由の説明があり、直ち

に議案審議に入りました。提出された議案は３件であります。 

   報告第２号でありますが、令和３年度伊達地方消防組合一般会計繰越明許費繰越計

算書の報告についてであります。西分署庁舎改築工事積算業務委託の繰越明許費につ

いて、繰越計算書を調製したことの報告でありました。 

   次に、議案第７号は、専決処分の承認を求めることについてでありますが、西分署

倉庫・油庫等解体工事について、工期中に工事変更契約が必要になり、緊急に補正予

算が必要になったことから、地方自治法の規定により専決処分をしたことについて議

会に報告し承認を求めるものでありました。 

   次に、議案第８号は、令和４年度伊達地方消防組合一般会計補正予算（第２号）に

ついてでありまして、令和４年３月の地震による災害復旧に係る修繕等のため、既定

の歳入歳出予算にそれぞれ４７６９万５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

２１億１３９万５０００円とするものでありました。 

   以上、３議案となりますが、採決の結果、いずれも原案のとおり可決されました。 

   なお、お手許に議案書の写しを配付しておりますので、ご覧いただきたいと思いま

す。 

   続きまして、伊達地方消防組合議会定例会について報告いたします。 

   去る１０月２７日、渡辺勝弘議員とともに伊達地方消防組合議会定例会に出席して

まいりました。午前９時３０分より伊達地方消防組合会議室において全員協議会が開

かれ、提出議案について協議いたしました。 

   続いて、午前１１時より令和４年第４回伊達地方消防組合議会定例会が開かれ、ま

ず、管理者から消防組合の諸般の報告、提案理由の説明があり、直ちに議案審議に入

りました。提出された議案は４件であります。 

   議案第９号は、伊達地方消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例についてでありまして、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴

い、所要の改正を行うものであります。 

   次に、議案第１０号は、令和３年度伊達地方消防組合一般会計歳入歳出決算の認定
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であります。歳入総額は１７億６１４０万９０４６円であり、歳出総額は１７億

２９１０万５８８６円で、差引額は３２３０万３１６０円でありました。 

   主な事業としては、中央消防署の西分署に救急自動車１台と広報連絡車１台を配置

しました。さらに音声による１１９番通報が困難な方のために、スマートフォン等か

らインターネットを利用して１１９番通報を行うことのできるＮＥＴ１１９システム

を導入いたしました。 

   これら決算の審査につきましては、去る８月１８日に実施いたしました。 

   次に、議案第１１号、同じく第１２号は、工事請負契約の締結についてであります

けれども、どちらも中央消防署西分署改築工事の請負契約の締結でありました。 

   これら議案４件は、採決の結果、いずれも原案のとおり可決されました。 

   なお、お手許に議案書の写しを配付しておりますので、ご覧いただきたいと思いま

す。 

   以上で令和４年第４回伊達地方消防組合議会定例会の報告を終わります。 

議長（東海林一樹君） 次に、公立藤田病院組合議会について、１１番松浦常雄君。 

１１番（松浦常雄君） 令和４年第３回公立藤田病院組合議会定例会は、去る９月２９日

午前１１時から、病院の２階会議室で開催されました。４人の組合議員が出席しまし

たので、私から報告いたします。 

   まず、議案の審議に先立ち、管理者から、令和４年７月以降の主な病院事業の報告

がありました。８月は新型感染症のオミクロン株が猛威を振るい、感染者が激増した

こと、市中感染の拡大に伴って、藤田病院でも８月１２日以降、普通の病棟の職員と

一部の患者に感染が確認され、入退院や救急患者の受入れを制限せざるを得なかった

こと、その後、経過観察、検査、感染予防を徹底し、新たな感染拡大がないことを確

認し、８月２６日に通常診療としたということです。 

   次に、８月までの事業状況の報告がありました。外来患者数は前年比４,２００人

の増でした。入院患者数は７月までは前年比で増でしたが、その後の入院制限のため

前年同数、加えて入院の診療単価が増加したため、収益は増加しています。しかし、

手術件数が増のため、手術材料費、診療材料費が高騰しているためなどから、収支差

額は前年を下回っています。 

   それでは、このたびの定例会に提案された議案を説明します。 

   本定例会には、条例改正議案２件、令和４年度病院事業会計補正予算案１件、令和

３年度病院事業会計決算認定１件の４件の案が提案されました。 

   初めに、議案第６号、職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例について

は、国の法律改正に基づき条例を改正するものです。 

   議案第７号、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例については、文言の整理を行うものです。 

   議案第８号、令和４年度公立藤田病院事業会計補正予算は、災害時の断水に備える

ため、自家水道システムを整備しようとするもので、既定の資本的支出の総額を改め、

不足する額７億９６３２万１０００円を過年度分損益勘定留保資金で補塡するもので
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す。 

   認定第１号、令和３年度公立藤田病院組合病院事業会計決算認定については、収益

的収支は、総収益が６６億７３１０万１０００円、費用が６４万３８９５万円で、

２億３４１４万８０００円の黒字決算です。 

   次に、資本的収支は、収入が２億３４５７万３０００円、支出が９億７６６８万

８０００円で、資本的収入が資本的支出に不足する額７億４２１１万５０００円は、

過年度分損益勘定留保資金で補塡しました。 

   議案は全て原案のとおり可決、承認、認定されました。 

   なお、詳しいことはお手許に配付されております議案書の写しをご覧いただきたい

と思います。 

議長（東海林一樹君） 最後に、伊達地方衛生処理組合議会について、１２番浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 令和４年第３回伊達地方衛生処理組合議会定例会は、去る１０月

２７日午後２時３０分より当組合会議室において開催され、八島議員とともに出席し

ました。 

   初めに、この９月に桑折町議会において議会構成が変更になり、当組合議員として

鈴木隆志議員が選出されました。また、議長が空白となったことにより、議長選挙が

行われ、副議長による指名推選で桑折町選出の半澤 高議員が当選されました。 

   この後、提案理由の説明があり、本定例会に提出されました案件は、繰越明許費の

報告について１件、令和３年度各会計歳入歳出決算認定について３件、令和４年度各

会計補正予算３件の計７件であります。 

   報告第１号、繰越明許費の報告についてでありますが、令和３年度において繰越明

許費として設定したごみ処理事業特別会計の衛生費及び災害復旧について翌年度への

繰越しを行っていたことから、議会に報告し承認を求めるものであります。 

   次に、議案第１０号から議案第１２号までは、令和３年度伊達地方衛生処理組合各

会計歳入歳出決算認定であり、監査委員の意見を付して議会の認定を受けるものであ

ります。 

   なお、これら決算の審査につきましては、去る８月２２日に実施されております。 

   議案第１０号、一般会計につきましては、歳入総額５４６０万７３６６円、歳出総

額５４１５万１９９３円、歳入歳出差引額４５万５３７３円、議案第１１号、し尿処

理事業特別会計につきましては、歳入総額３億５６１０万２６００円、歳出総額３億

５１９５万７０９８円、歳入歳出差引額４１４万５５０２円となっております。 

   議案第１２号、ごみ処理事業特別会計につきましては、歳入総額６億３３６５万

５３９３円、歳出総額６億１７２８万２６９７円、歳入歳出差引額１６３７万

２６９６円となっております。 

   次に、議案第１３号、令和４年度伊達地方衛生処理組合一般会計補正予算（第１号）

でありますが、歳入歳出予算それぞれに２５万５０００円を追加し、予算総額を

５６９５万５０００円とするものであります。歳入においては、令和３年度決算確定

による繰越金の増額、歳出においては、繰越金の増額補正分を財政調整基金に積み立
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てるべく、積立金を増額するものであります。 

   次に、議案第１４号、令和４年度伊達地方衛生処理組合し尿処理事業特別会計補正

予算（第１号）でありますが、歳入歳出予算のそれぞれに９４０万３０００円を追加

し、予算総額を３億４６３０万３０００円とするものであります。 

   歳入においては、公債費分地方交付税充当額の確定による分賦金の増額及び電気料

金高騰による需用費の補正財源として基金繰入金を増額しています。 

   歳出においては、衛生費で電気料金高騰による需用費の増額及び地方交付税充当率

確定により、し尿処理事業特別会計減債基金への積立金を増額する一方、受け差等に

よる不用残見込額として委託料等を減額するものとなっています。 

   次に、議案第１５号、令和４年度伊達地方衛生処理組合ごみ処理事業特別会計補正

予算（第２号）でありますが、歳入歳出予算それぞれに３３１５万３０００円を追加

し、予算総額を７億６６５４万３０００円とするものであります。 

   歳入においては、需用費の補正財源として基金繰入金の増額及び令和３年度決算確

定による繰越金からの増額となっています。 

   歳出においては、電気料金や薬品代、燃料代の高騰によりまして需要費を増額して

います。 

   これら７件の案件は全て承認、認定、可決しています。 

   詳細につきましては、お手許の資料をご覧いただきたいと思います。 

   なお、同組合の諸般の報告として、本年３月に発生した福島県沖地震による災害廃

棄物の処理について、可燃物１３２トン、不燃物３７トン、粗大ごみ３５８トン、石、

瓦、コンクリートブロック等の瓦礫類２,７４７トン、廃家電類９７トン、合計で

３,３７２トン全量を９月末で処理を完了していることの報告がありました。 

   以上で伊達地方衛生処理組合からの報告を終わります。 

議長（東海林一樹君） 以上で諸般の報告を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案の上程（議案第５７号～同意第３号） 

議長（東海林一樹君） この際、日程第４、議案第５７号から日程第２２、同意第３号ま

での議案１８件、同意１件を一括上程いたします。 

   書記に議案提出書を朗読させます。朗読。 

（書記 議案提出書を朗読） 

◇          ◇          ◇ 

◇町長提案理由の説明 

議長（東海林一樹君） 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（引地 真君） 令和４年第５回国見町議会定例会を招集したところ、議員の皆様に

はご壮健で出席いただき、誠にありがとうございます。 

   本定例会に提案した各議案についてご説明します。 

   本定例会には、条例制定や改正などの一般議案１４件、一般会計と各特別会計の補

正予算の議案４件、人事案件１件の計１９件の当面する緊急で重要な案件を提案しま
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した。 

   冒頭、福島県沖地震の対応について申し上げます。 

   住家の被害状況は、準半壊２棟と一部損壊１棟が増加し、合計１,２５９棟となり

ました。 

   住宅応急修理の申請は６６４件、公費解体事業の受付は非住家を含め１７７件で、

それぞれ修繕費の支払い、解体工事費の費用償還と入札を進めています。 

   なお、住宅応急修理は、１月末まで受付期間を延長して対応します。 

   町罹災救助給付金は、半壊以上の住家被害を受けた２０４件全てに見舞金を交付し、

また、被災者生活再建支援金は、１７件について支給を完了しました。 

   町税等の減免は、現時点で個人町民税が９８件、固定資産税が２４１件で、約

５００万円の減免、また、国民健康保険税が１１２件、介護保険料が２６０件で、約

１７００万円の減免を見込んでいます。 

   公共施設と文化財では、使用不能となっている観月台体育館で有害なアスベストが

使用されていることが判明したため、修繕を断念し、早急な解体を進めることとし、

本定例会に工事請負契約の議案を提案しています。 

   その他の公共施設と文化財は、年度内に全て復旧する予定で工事を進めています。 

   次に、令和４年９月第３回議会定例会以降の町政執行の主なものについて申し上げ

ます。 

   初めに、健やかに暮らせるまちづくりについて申し上げます。 

   まず、新型コロナウイルスワクチン接種についてです。 

   オミクロン株に対応した２価ワクチンの接種を精力的に進めるとともに、乳児・幼

児・児童に対しても接種機会の確保に努め、実施しています。 

   次に、保健事業についてです。 

   メタボリックシンドロームの兆候のある人などを対象に、有酸素運動や筋力トレー

ニングを組み合わせた脱メタボに向けた運動教室を１６回実施し、インボディを活用

した運動効果の検証を行い、今後の健康づくりに役立てる取組を始めました。 

   また、食育教室、骨折予防教室、減塩セミナーの開催と併せ、秋の総合健診も実施

しました。 

   次に、長寿健康づくり講演会についてです。 

   １０月２７日、東北文化学園大学の菅谷洋子准教授、森田清美准教授による「運動

実技とボディメンテナンスの講演会」を開き、高齢者の健康増進と介護予防に必要な

知識や理解を深めました。 

   次に、敬老会についてです。 

   ３年ぶりに開催する予定で準備を進めていましたが、新型コロナウイルス感染症の

影響から中止としました。 

   なお、敬老の日に合わせて、記念冊子と記念品を配付しました。 

   次に、百歳県知事賀寿と敬老祝金の贈呈についてです。 

   後藤トミさん、三木ヨシさんに県知事賀寿と町からの敬老祝金を贈呈しました。 
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   次に、臨時特別給付金についてです。 

   非課税世帯への臨時特別給付金は、令和３年度分は既に受付を終了し、７７５世帯

に給付しました。 

   令和４年度分は、８月以降、順次給付を進めています。また、プレミアム商品券に

ついても発送しています。 

   ２つ目、安全・安心な優しいまちづくりについて申し上げます。 

   まず、国見町防災計画についてです。 

   １０月１４日に開催した国見町防災会議で、防災計画の見直しが承認されました。 

   次に、秋の叙勲についてです。 

   元国見町消防団長の佐藤誠さんが、瑞宝単光章を受章しました。 

   次に、交通安全事業についてです。 

   秋の交通安全運動期間中に交通死亡事故ゼロ１０００日の表彰を受けましたが、

１０月２１日の死亡事故で記録が途切れました。 

   また、１１月１８日には、桑折町と共催の交通安全町民大会が開かれ、功労のあっ

た団体と個人を表彰しています。 

   次に、防犯事業についてです。 

   １０月２２日、３年ぶりに開催された鹿島神社例大祭に合わせ、暴力団排除のため

のパレードを藤田商店街で実施しました。 

   次に、国見町農業地域整備計画についてです。 

   パブリックコメントを実施しましたが、特に意見はありませんでした。 

   現在、年度内の策定に向け、福島県と協議を進めています。 

   次に、大坂住宅のリノベーションについてです。 

   １１月２５日に契約を締結し、年度内に完成する予定で事業を進めています。 

   次に、国への要望活動についてです。 

   １０月１８日、農林水産省と内閣府へ道路整備計画に関する財政支援を要望しまし

た。１１月９日には、道づくり全国大会と併せて、県選出国会議員へ国道４号伊達拡

幅の早期完成を要望しました。 

   次に、滝川と滑川河川改修についてです。 

   県が実施している滝川築堤と滑川築堤と、これに伴う町道橋架け替えの河川改修工

事は、順調に進捗しているとの報告を受けています。 

   次に、仮置場原状回復工事についてです。 

   工事は順調に進捗しており、年度末には町内全ての仮置場の返地が完了する予定で

す。 

   次に、放置自転車撤去についてです。 

   １１月２７日、防犯協会藤田支部の協力を得て、藤田駅前の駐輪場に放置されてい

る自転車の撤去作業を行いました。一定期間保管した後に処分する予定です。 

   次に、下水道事業の一部法適化についてです。 

   来年度の一部法適化に対応するため、関連する条例の制定及び改正の議案を本定例
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会に提案しています。 

   ３つ目、未来につながるまちづくりについて申し上げます。 

   まず、結婚世話やき人についてです。 

   １１月２７日に無料相談会を実施しました。引き続き月１回程度実施していきます。 

   次に、「すくすくももさぽ祝金」についてです。 

   ９月以降は、新たに男児３件、女児２件に支給し、合計１３件に支給しました。 

   次に、子ども・子育て関連事業についてです。 

   くにみ幼稚園と藤田保育所では、新型感染症対策を徹底しながら、それぞれに運動

会を行いました。また、くにみ幼稚園では、東北大学医学系研究科が実施する「自然

保育を用いた子どものストレス軽減プロジェクト」にも取り組みました。さらに、も

もたん広場とつながる～むでは、ハロウィンイベントや「いいいくじ」の日に合わせ

た「親子工作会」や「つながるふぇす」を開催しています。 

   次に、小中学校の事業についてです。 

   国見小学校では、１１月９日、創立１０周年を記念した学習発表会を開催し、合奏、

演劇などで練習の成果を披露しました。また、恒例となった農業体験学習の稲刈りも

行っています。 

   １０月１５日には、県北中学校で柏葉祭が開催され、学習成果の発表を行っていま

す。 

   次に、通学路とスクールバスについてです。 

   通学路とスクールバスの経路の合同点検と検討委員会を開催しました。 

   次に、くにみ学園構想の策定についてです。 

   １０月４日と１１月１０日に、くにみ学園基本構想策定委員会を開催し、基本方針、

保育・教育の現状と課題、計画条件、施設計画などの協議を行いました。また、

１０月８日にシンポジウムを、さらに１１月２７日にワークショップをそれぞれ開催

しました。引き続き議論を深めていきます。 

   次に、青少年健全育成事業についてです。 

   それぞれの競技で優秀な成績で上位の大会へ出場した児童・生徒に奨励金を交付し

ました。また、１２月４日に青少年健全育成町民大会を開催し、表彰と優秀作文の発

表を行いました。 

   次に、成人式についてです。 

   成人年齢が引き下げられたことから、対象者にアンケートを実施しました。その結

果を受けて、「はたちの成人のつどい」を開催することとしました。なお、式の内容

と詳細は、対象者の代表で組織する実行委員会で検討しています。 

   次に、地域学校協働本部事業についてです。 

   柏葉体育館で「質問のできる学習室」を実施しています。中学生が自主学習を通し

て大学生に質問しながら、学びを深めています。 

   また、１２月４日には、放課後塾ハルのプロジェクト学習の一つで、全国の中高生

がまちづくりをプレゼンテーションして資金を集め、事業化するコンテスト「フミダ
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ス！プレコン」に県北中の３人が参加しました。 

   次に、スポーツ事業についてです。 

   ９月に開催した総合型地域スポーツクラブ設立に向けたプレ事業には、１１９人が

参加しました。また、市町村対抗軟式野球、ソフトボール、ふくしま駅伝、町内駅伝

競走大会に国見町の選手が出場し、それぞれに活躍しました。 

   次に、文化芸術事業についてです。 

   国見町文化祭の芸能発表と総合展示が３年ぶりに開催され、６００人以上が来場し、

作品と発表を鑑賞しました。 

   また、１１月２０日には、宝塚ОＧによるエンターテインメントショーが開催され

ています。 

   次に、あつかし歴史館事業についてです。 

   ９月１７日から２３日まで、ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」のパネル展を、

１０月１５日には大木戸むらづくりの会が主催する「あつかしまつり」が開催され、

多くの来場者でにぎわいました。また、歴史まちづくり計画を策定した国見町に、国

土交通省東北地方整備局から「歴まちカード」が贈呈されました。希望者には、あつ

かし歴史館で配付しています。 

   ４つ目、恵まれた資源を活かしたまちづくりについて申し上げます。 

   まず、風評対策についてです。 

   ９月１７日から２１日まで、東京銀座歌舞伎座の木挽町広場で「くにみ物産展」を

開催しました。生産者４人が農産物や加工品をＰＲ販売しました。 

   また、１０月２２日と２３日に道の駅国見あつかしの郷で開催した「くにみマルシ

ェ」でも、生産者が消費者に直接、安全性とおいしさを説明しながら販売しました。

このくにみマルシェには、岐阜県池田町、栃木県茂木町、岩手県平泉町をはじめ、県

内外の道の駅など２５団体が出店し、それぞれに自慢の産物や商品のＰＲに努めまし

た。 

   次に、令和４年産米のモニタリング検査結果についてです。 

   旧町村ごとに３か所、計１５か所の圃場を選定し、検査した結果、いずれの玄米か

らも放射性物質は検出されませんでした。 

   次に、あんぽ柿の放射能検査開始についてです。 

   ＪＡふくしま未来の国見共選場で、１１月１８日から令和４年産のあんぽ柿検査を

開始しました。 

   福島県あんぽ柿産地振興協会は、出荷目標を震災前の８６％の１,３３０トンとし

ています。 

   次に、くにみ農業ビジネス訓練所についてです。 

   長期・短期それぞれの研修は計画どおりに進んでいます。４人の長期研修生は、来

春の自立就農に向け、農地の確保、青年等就農計画の作成などを進めています。 

   また、１１月１３日には農業人フェアが福島市内で開催され、１０組１１人が国見

町ブースを訪れています。 



 

‐14‐ 

 

   次に、鳥インフルエンザについてです。 

   １１月２９日に伊達市内の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが確認され、翌日に

殺処分と埋設が完了しました。半径１０キロ以内に搬出制限が設定されるとともに、

町内２か所に畜産関係車両用の消毒ポイントが設置されました。また、町内の養鶏農

家に対し、既存予算内で緊急支援策を実施しました。 

   次に、中小企業・小規模企業の振興についてです。 

   振興条例の制定に向け、町民と町内事業者の意見を聞くため、パブリックコメント

を実施しました。寄せられた４件の意見は、内容を精査し、３月定例会に議案を提案

する予定です。 

   次に、道の駅国見あつかしの郷についてです。 

   指定管理者第三者評価選定委員会から、施設を適正に管理運営していることを確認

した旨の評価報告書が提出されました。 

   次に、「くに味でまんぷく！ウォー食ラリー」についてです。 

   １１月３日、商工会が主催して開催され、２００人の参加者は商店街の１４店舗を

巡りながら、地元のお店の魅力を再発見していました。 

   次に、プレミアム商品券についてです。 

   全町民が確実に商品券の購入ができるよう、１１月下旬に各世帯へ引換券を郵送し、

１２月１日から商品券の販売と利用を開始しました。併せて地元店利用を促進するス

タンプキャンペーンも実施しています。 

   次に、あつかし山ビッグツリーについてです。 

   今年で３０回目を迎えるあつかし山ビッグツリーは、実行委員会が１２月１８日に

点灯式を行い、来年１月４日まで点灯します。 

   次に、官民共創コンソーシアムについてです。 

   企業版ふるさと納税を活用した高規格救急自動車研究開発事業の契約を締結しまし

た。今後、高規格救急自動車の研究開発と活用を通して、国見町のイメージアップを

図っていきます。 

   ５つ目、相互理解と共感のあるまちづくりについて申し上げます。 

   まず、タウンミーティングについてです。 

   前回の報告以降も、地区の代表者、子育て世代、各種団体、そして小学生など、本

年度は延べ２０回の開催となりました。懇談の中で出された意見、要望を踏まえ、引

き続き町政執行に生かしていきます。 

   次に、町内会からの要望事項についてです。 

   各町内会から提出された要望事項に対する町の考え方を説明するため、１０月

１１日から２０日にかけて、５つの地区ごとに方部会を開催しました。 

   次に、子ども議会についてです。 

   １１月２日に子ども議会を開催し、県北中学校３年生５人からまちづくりについて

の質問を受けました。昨年同様、子ども議会で出された意見をしっかりと受け止め、

町政に反映していきます。 
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   次に、マイナンバーカードの交付状況についてです。 

   １０月末日現在で、町から本人に交付したカードは４,８４５枚で、交付率は

５６.３％です。引き続き月１回の日曜窓口を開設し、普及を図ります。 

   最後に、町として生きるまちづくりについて申し上げます。 

   まず、令和４年度表彰式についてです。 

   １１月２４日、令和４年度の国見町表彰式を開催し、特別功労者５人、功労者

１２人、善行表彰２人の計１９人を表彰しました。 

   なお、叙勲祝賀会は、賀詞交歓会と併せて１月４日に開催することとします。 

   次に、ふくしま田園中枢都市圏についてです。 

   １０月１７日、ふくしま田園中枢都市圏首長会議が開催され、本年度に取り組んだ

事業の報告と意見交換を行いました。引き続き連携しながら事業を進めていきます。 

   次に、地方創生推進事業についてです。 

   町の総合ブランド力の向上のために、「国見版ＣＩ」事業の契約を締結しました。

今後は、検討委員会を設置し、様々な意見を聴取しながら進めていくこととします。 
   また、エリアデザインラボを引き続き開催し、まちづくりの学びを深めます。 
   次に、中尊寺ハス絵画コンクールについてです。 
   審査会を経て入選した作品は、町内各施設で巡回展示をしています。 
   次に、地域おこし協力隊活動事業についてです。 
   「桃の木オーナー制度」に加え、「りんごの木オーナー制度」や「柿の収穫体験」

などを実施しました。関係人口の拡大に向けて、引き続き事業を進めていきます。 
   次に、東京ふるさと国見会についてです。 
   １１月１３日、東京ふるさと国見会の設立総会と交流会を開催しました。首都圏で

の国見町への支援と情報発信を目的にしたもので、会員は個人７７人と法人が５団体

です。引き続き会員拡大を進めます。 
   最後に、第２５回義経まつりについてです。 
   ９月２３日、３年ぶりに開催された義経まつりは、新しい武者行列とグルメを楽し

む多くの来場者でにぎわいました。 
   それでは、本定例会に提案した各議案の概要を申し上げます。 
   議案第５７号「国見町職員の高年齢職員部分休業に関する条例」から議案第６９号

「国見町水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を

改正する条例」までは、法令の一部改正や制度の新設などに伴い、町条例の新規制定

や所要の改正を行うものです。 

   議案第７０号「工事請負契約について」は、観月台体育館解体工事の契約につき、

地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規

定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

   議案第７１号「令和４年度国見町一般会計補正予算」は、既定の歳入歳出予算の総

額に、歳入歳出それぞれ３億８０００万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

８３億７３００万円とするものです。 
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   歳出補正の主なものは、町債の繰上償還、くにみ学園基本計画策定業務委託、住宅

応急修理事業、大坂住宅リノベーション事業及び屋根耐風改修支援事業などの増によ

るものです。 

   議案第７２号「令和４年度国見町後期高齢者医療特別会計補正予算」から議案第

７４号「令和４年度国見町介護保険特別会計補正予算」までは、償還金の増などによ

るものです。 

   次に、同意第３号「国見町渇水対策施設財産管理委員の選任につき同意を求めるこ

とについて」は、令和５年３月１４日の任期満了に伴い、宍戸嘉美さんほか６人を選

任したいため、議会の同意を求めるものです。 

   以上、本定例会に提案した各議案の提案理由の主旨を申し上げましたが、各議案の

内容、係数などは、審議に先立ち、関係課長がそれぞれ説明しますので、慎重審議の

上、速やかにご議決くださるようお願いし、提案理由の説明とします。 

   よろしくお願いいたします。 
◇散会の宣告 

議長（東海林一樹君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   １１時１０分より本議場において議案調査会を行い、その後、総務文教常任委員会

を委員会室で、産業建設常任委員会を中会議室北側で開催いたしますので、ご参集願

います。 

   明日７日は午前１０時より本会議を開きます。 

   これで本日の会議を閉じます。 

   ご苦労さまでした。 

（午前１０時５９分） 

 



 
 
 

第  ２  日 
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◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

◇一般質問 

議長（東海林一樹君） 日程第１、一般質問を行います。 

   通告順に発言を許します。質問及び答弁は、簡潔かつ要領よく発言願います。 

   なお、この際申し上げます。 

   各議員の発言は、答弁も含めて６０分までは認めることといたします。 

   最初に、８番佐藤定男君。 

   佐藤定男君。 

（８番佐藤定男君 登壇） 

８番（佐藤定男君） 先の通告に従いまして、一般質問を行います。 

   過去に質問した内容の進捗状況について、２点質問いたします。 

   まず最初に、「くにみかるた」作成の状況について伺います。 

   平成２９年６月議会で「くにみかるた」の作成について質問をいたしました。国見

町は１０００年の歴史を持って貴重な文化財、風土にも恵まれ、平成２７年には、歴

史的風致維持向上計画が国の指定を受けております。ぜひとも町民の理解を深め、町

外へ広くＰＲし、観光客の増加につなげられたらいいのではないかと考えて質問をい

たしました。質問に対し、担当課長からは文化、歴史を理解する一つのツールとして

有効であろう、将来的に検討したいとの答弁をいただきました。 

   そこで、質問をいたします。 

   その後、「くにみかるた」の作成についての進展はありますか。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） ８番佐藤定男議員のご質問にお答えいたします。 

   当時、「くにみかるた」の策定について検討いたしましたが、子どもたちが文化や

歴史を知るものとして「国見の民話かるた」があることに加え、歴史まちづくり計画

に基づき、子ども向けの歴史副読本である「くにみ歴史本」の作成をいたしましたの

で、「くにみかるた」の作成は見送りました。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 「くにみかるた」に代わる「国見の民話かるた」及び副読本の作成

ということで、そのために「くにみかるた」は作成しないという答弁であります。 

   では、この「国見の民話かるた」及び副読本の利用についてはどのようなことで実

施しているんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えします。 
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   まず、「国見の民話かるた」につきましては、中身については国見町を広く知るこ

とのできる文化、歴史を含めたかるたでございます。その利用につきましては、国見

っ子わんぱく広場の子どもたちや生きがいデイサービスなどで使用していたというこ

とでございます。 

   現在は、コロナウイルスの関係で使用はしていませんでしたが、使用してきたとい

うことでございます。 

   歴史読本につきましては、毎年６年生に配付をしまして、活用してきました。フィ

ールドワークで利用されたり、職場訪問などでも利用しています。また、課外学習に

おいて歴史館で勉強した際には、教科書として使用したということでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 今、利用について答弁いただきましたけれども、そこでちょっと話

は変わるんですけれども、昨年７月にあつかし千年公園がオープンしました。オープ

ン以来の来場者数は把握はしておりますか。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   年間、もしくはオープン以来の入場者数については、把握はしておりません。 

   ただし、７月に開催される蓮まつりの期間中、土日の午前中の来園者については把

握しております。令和３年期間中の９日間では１,５９４人、１日平均１７７人、令

和４年期間中の７日間では１,９４２人、平均で２７７人です。このことを参考に、

蓮の開花期間中の来園者を積算すると、７,０００人から１万人が来園していると見

込んでおります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 蓮まつりの期間中には、令和３年、令和４年、７,０００人から

１万人の来場者があるということで、大勢のお客さんが楽しんでいると思います。年

間を通しての正確な来場者の把握はなかなか難しいものがあるかと思いますけれども、

ただ、実際このように多くの方が利用されているということは、すばらしいことだと

思います。 

   去る１１月２日に子ども議会が開催され、県北中の生徒５人が一般質問をいたしま

した。中学生らしい感覚で考えていることを質問しておりました。質問の中に、国見

町は歴史、自然が豊かで魅力いっぱいなのに、ＰＲが足りないのではないかとの質問

もありました。町の答弁は、ホームページ、インスタグラム、広報等を通じ、ＰＲに

努めているとのことでしたが、私もそれだけでは一方通行で、いま一つそのすばらし

さを実感できないのではないかと思っております。 

   先ほども「くにみかるた」に代わるものとして副読本などを活用しているというお

話ですが、それは主に子どもを対象にしたもので、いわゆる一般町民、大人には、な

かなかその辺のことは伝わらないんではないかと思います。やはり私は町民自身が参
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加することで、すばらしさを実感するのではないかと思っております。 

   そこで、地域かるたと同様な効果ができる手段に、ご当地検定試験があると思いま

す。 

   新聞報道によりますと、二本松商工会議所がにほんまつ検定を創設して、１０月

１日から３日の祭りの期間中に実施するとしております。郷土愛の高揚のために「く

にみかるた」の作成、これは作成はしないということですが、検定試験、一般町民に

広く参加を促す意味で、検討してはどうかなとも思いますけれども、改めて大人に対

する魅力のＰＲ、これについてのお考えをお聞きします。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   議員お質しのとおり、歴史や文化のすばらしさを実感するためには、参加し、体験

し、実感することが重要と考えております。 

   現在でも義経まつり、千年公園の蓮まつり、歴史ウォーク、そしてあつかし歴史館

で行う４回のイベント、企画展、歴史講座など、歴史や文化を体験、あるいは知る機

会を創出しております。 

   こういった体験、実感をした人たちが国見のファンとなって、国見町のすばらしさ

を広めてくれるように、また国見町民がふるさとの文化や歴史に誇りを持って語るこ

とができるような取組を続けていきたいというふうに考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） そうしますと、国見検定とか、そういう新たな事業ではなくて、今

続けている様々な行事を通してＰＲに努めていくという考えでよろしいですか。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   国見町は、これまでも義経まつりのプログラムに町の歴史に関するクイズを組み込

み、６月には公営塾ハルと中学生が企画した町内の文化財などを巡りながら、謎解き

ウォークを実施しております。さらに、あつかし歴史館のイベントでも町の文化や歴

史に関するクロスワードパズルを作成し、郷土愛を醸成する取組を行っております。 

   検定という形ではなくて、町外の人たちが参加できる、国見町を知ることができる

イベントを実施しながら、郷土愛の醸成に取り組んでいきたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） では、ただいまの答弁のように、ぜひとも町内外のＰＲ、国見の魅

力の発信に努めていっていただきたいと思います。 

   次の質問にまいります。 

   ２点目なんですが、父子手帳の発行及び配布の考えについて伺います。 

   令和２年９月議会の一般質問で、町の子育て支援計画について質問をいたしました。

町は子育て支援策をいろいろ講じておりますけれども、父親の育児参加意識を高める
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ために、父子手帳の発行、配布を考えてみてはどうかと質問をいたしました。担当課

長の答弁は、父子手帳は広く子育て、あるいは子育て支援につながるものであり、幼

児教育課だけでなく、保健福祉課とも連携して検討を進めていきたいとのことでした。 

   父子手帳の発行、配布について、現在の状況をお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   出産や子育てにおきまして、父親の役割は極めて重要でございます。 

   そこで町では、母子健康手帳の副読本を活用いたしまして、父親の育児参加を支援

しておりますほか、教育委員会では子育て応援ガイドブック「のびのび」を作成する

などして、子育てのサポートに取り組んでいるところです。 

   町が実施しております妊婦訪問や新生児訪問の場では、父親の参加も増えておりま

して、父親の積極的な育児参加への意識が高まっている状況でございます。そこで、

父親と子どもに特化したものよりも、今年度よりスタートしたペアレントトレーニン

グや、従前から実施しております相談会など、家族が一体となって取り組む子育ての

支援を今後とも継続していきたいと考えているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） そうしますと、今のご答弁ですと、副読本や「のびのび」といった

ことを利用して父親の意識を高めているということですが、そうしますと、私のこの

父子手帳の発行、配布については、それは必要はないということでよろしいですか。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   必要ないということよりも、このような形で家族一体となって子育てを支援すると

いう考えが重要ではないかと考えて執行しているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 私の質問は、父子手帳の発行、配布はするかしないかを聞いている

ので、そちらを利用するということは分かりますけれども、発行するかしないかをま

ずお聞きします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   父子手帳の発行は、考えていないところでございます。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 子どもはまさに国の宝であります。子どもの笑顔を見ますと、我が

子でなくても、思わず頬が緩んでしまいます。しかし、世の中は児童虐待など、子ど

もの人権がないがしろにされている悲惨な事件も後を絶ちません。父子手帳の発行、

交付によって事件がなくなるという単純なことではないと承知はしておりますけれど

も、親になることへの決意、あるいは覚悟の一助にはなるのではないかと考えており
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ます。 

   先ほどの町の答弁では、父親に限定しないで、家族一体で副読本や「のびのび」と

いった教材で啓発に努めるということですが、私は母子手帳があって、なおかつ父子

手帳があって、父親に対する個別に、その意識を高めるというものでも発行してもい

いかと思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   子育ての携わり方は「両親と子ども」という関係の中で、それぞれ父親、母親と分

けてみる考え方もあろうかと思いますが、やはり私どもとしては家族が一体となって、

おじいちゃん、おばあちゃんも含めて子どもを見ていく姿、あるいは地域の中での見

守りであったり、そういう広い意味での子育てをつくっていくことが大事かなと考え

ておりますので、副読本で不足する部分があれば、なお改訂を重ねるなどして考えて

いきたいと思っているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 町の考えは分かりました。 

   ぜひとも子どもたちの人権が侵されないで、すくすく健全に育っていくような環境

をぜひ今後とも進めていっていただきたいと思います。 

   以上で質問を終わります。 

議長（東海林一樹君） 次に、５番山崎健吉君。 

   山崎健吉君。 

（５番山崎健吉君 登壇） 

５番（山崎健吉君） さきに通告しました内容について質問いたします。 

   先月、１１月に議員との町民懇談会を３日にわたり５地区で開催いたしました。懇

談会の中で、町民の皆さんから多くの意見をいただきました。その中で、空き家等の

問題も町民の方からご意見をいただいた一つであります。それを今回は質問させてい

ただきます。 

   なお、この質問は、令和３年の定例会で村上議員も取り上げておりますが、現状と

今後の対策について、改めて伺いたいと思います。 

   １つ目としまして、当町の空き家等の現状と今後の対策についてであります。 

   近年の人口減少、超高齢化社会により、社会情勢の変化に直面する今日、空き家に

関する問題が全国で表面化しております。１０月２６日の福島民報などの報道によれ

ば、平成１０年の総務省の調査によると、全国で５０２５万件に対し５７６万件、率

にしますと、１１.６％の空き家がありました。その後、平成３０年には、

６０６３万件に対し８４９万件、１３.９％と、２０年前の１.５倍、２７３万件が増

加していると言われております。これを単純に年間で平均しますと、１３万

７０００件が毎年毎年増加していると言われております。 

   この空き家が住民を悩ませる最大の問題として、倒壊や火災の発生、ごみ不法投棄
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の悪臭の発生、こういうことがあるそうです。また、反対側からの言い方によります

と、放置の理由というのはやはり物置としてこれは必要だと。それから、解体費用を

かけたくないと。それから、自分は住んでいないのに特に困らないという意見が多か

ったそうであります。 

   当町においても、平成２６年の調査の結果、空き家の戸数が１７８件と確認されて

います。また、昨年２月と今年の３月の地震の影響により、空き家が増え続けると言

われております。平成２６年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、当

町にも平成２７年に国見町空家等の適正管理及び活用促進に関する条例が制定されま

した。それで、所有者に適正な管理を求めています。 

   翌２８年には、国見町空家等対策を策定し、空き家の発生抑制、それから有効活用

に取り組んでおるところであります。しかし、空き家等は先ほど紹介したように、全

国的に２０年前の１.５倍のスピードで年々増加しており、管理不全の空き家等は防

災、災害、安全、環境、地域の活性化阻害、景観の保全等、多面的な面から町民生活

に悪影響を及ぼしていることから、一刻も早い対策が求められると思っております。 

   まず、１番と２番の問題に入る前に、空き家と空き家等の根拠、これが平成２８年

３月に国見町空家等対策計画に明記してあるんですけれども、なかなか読みづらいと

いうことで、これについて質問させていただきたいと思います。 

   まず、１番の空き家の条件は、ここに書かれている条件は常時無人の状態、または

使用されていない全ての物件と町は定めておりますが、期間等の定義はどのようにな

っているかお伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） ５番山崎健吉議員の質問にお答えいたします。 

   期間につきましては、国土交通省の空き家に関する施策の基本方針におきまして、

おおむね年間を通して建築物などの使用実績がないこととされております。このこと

から、期間につきましては、１年以上使用されていない建築物が空き家等と定義され

るものと認識しているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） そうしますと、平成２６年に調査した物件、国見町の空き家の

１７８件というのは、もう空き家のみが、どの時点を１年と言うか分かりませんけれ

ども、１年以上あったと、これで１７８件だということでよろしいですか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） 議員、お質しのとおり、長期間の使用がないということで調査

しております。 

   以上、答弁いたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） では、それでは、２番に入ります。 

   この次に、空き家等という基準があるんですけれども、これが曖昧なんですよ。私
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が見るにはですよ。これに附属する建物、工作物、立ち木などの敷地内の全てを対象

としているが、敷地内に建物がなくても、立ち木や不衛生なものなどが散乱、迷惑し

ている場合はどうなのかということでありますけれども、いかがでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   ご質問の件の状況でございますが、その状況でございますと、空家等対策の推進に

関する特措法に定義された空き家等には該当しないと認識しているところでございま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ということは、特に感じるのは家と家の間に地震で撤去されました

と。そして、更地になりましたと。その後に、手入れがされずに、草が伸び放題だと。

そして、不法投棄で不衛生だというところも結構あります。ですから、それについて

は、先ほど言った条例によりますと、私は空き家等に該当するんではないかと、こう

思っているんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   まず、その状況であれば、更地になった後にごみが放置されていたというような状

況を勘案しますと、土地等の占有者がその土地等を清潔に保つことを定めた廃棄物の

処理及び清掃に関する法律に該当するものと認識しているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 分かりました。 

   ということは、更地になれば、それは別な法律で対処するんだというようなことで

理解してよろしいんですか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   そのような空き地に不法投棄されたというような状況であれば、お見込みのとおり、

廃棄物処理法に該当するものと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） では、３番目に入ります。 

   管理不全な空き家等の所有者に、当該敷地内に入り調査の上、文書により助言、そ

れから指導ですか、勧告の行政指導を行うことになっているが、現在までそれぞれ何

件の行政指導を行ったかお聞きしたい。 

   それから、条例に基づき、所有者が命令に従った場合、内容を公表するというよう

な条文もありますけれども、これまで何件あったか、あわせてお伺いしたいと思いま

す。 
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議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   指導、勧告等の行政指導につきましては、特定空家等認定後に条例に基づいて行う

ものでございまして、現時点で特定空家等に認定された空き家はございません。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ということは、町が１７８件でしたか、やっているにもかかわらず、

何ら指導もしないという考え方というか、私たちの捉え方なんですけれども、それで

よろしいでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   まず、その管理不全空き家等につきましては、文書により適正な管理をする旨の依

頼を行っているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） この条例には、文書というのはないので、逆にこの助言、指導の中

の文書というのは助言の前に入るんですか、順番としては。ちょっと教えてください。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） それにつきましては、その前の段階の依頼ということで文書を

発出しております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） いろいろ町としても手は尽くしていると思いますけれども、結果的

に難しいのは、私も、相続等の問題がこの問題には相当絡んでいると思うんです。所

有者が明確でなかったり、それから遠隔地にあったりした場合、この場合についての

文書とか、そういうものも通じない場合もあると思うんですけれども、そのときの指

導というか、文書の発送というのはどのようにしているのか教えていただきたい。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） 文書の発出につきましては、例えば課税台帳等を調べまして、

全体で所有者、使用者等を特定いたしまして発出ということを行っているところでご

ざいます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） なかなか指導も難しいということが分かりますので、では、次、

４番にいきたいと思います。 

   平成２６年の調査によると、１７６件のうち３５件が管理不全だと言われているん

ですけれども、この３５件というのは指導の３段階のうちの２番目くらいには最低で

もあたるのではないかなと個人的には考えるんですけれども、この空き家に対しては
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どのような指導、対策を行ったか、また、管理不全になっていない空き家等は、どの

ように対応したか伺いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   管理不全空き家につきましては、先ほど答弁したとおり、文書等により所有者へ適

正な管理の依頼を行っているところでございます。 

   また、空き家であっても適正に管理されております場合におきましては、随時相談

を受けながら空き家バンクの登録を勧奨しているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） では、次に入ります。 

   では、５番としまして、平成２６年度の調査で１７６件の空き家がありました。そ

れから約８年が過ぎたんですけれども、現在の空き家数、あと管理不全空き家数を教

えていただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   現在、把握しております空き家等の戸数につきましては１６９戸、うち管理不全戸

数につきましては３５戸ということでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ちょっと今聞こえなかったので、１６９の３５と言いましたか、今。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   全体の戸数につきましては１６９戸、そのうち管理不全戸数につきましては３５戸

でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 私、先ほど言ったように、去年の２月、今年の３月で地震があって、

相当壊れましたねという話をしたんですけれども、逆に７、８年前よりも１０件近く

減っているという捉え方でいいんですか、これは。逆にもっと増えているんではない

かと私は思ったんですけれども、減っていると。それなりにきちっと処理されている

という理解でよろしいんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   平成２６年度に実態調査を行いました。その後、令和２年度にも空き家の実態調査

を行っております。その結果、当時の空き家については２１０戸、うち管理不全

４６件ございました。ただ、現在まで売却であったり、解体であったり、またその建

物を利用されて再開されたことによりまして、現在の１６９戸となっている状況でご
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ざいます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 分かりました。 

   逆に地震等で処分というか、片づけが早まったのもあったと理解しております。 

   では、６番ですけれども、平成２７年に国見町空家の適正管理及び活用促進に関す

る条例によると、空き家の発生抑制と有効活用については、売却や取り壊しなどの相

談を受け、民間事業者と連携して空き家等バンクの登録を行い、空き家等の流動化を

促進するため、空き家ゲートウェイと連携し、他の市町村に先駆けて行っているが、

現在の登録数と売却実績を伺いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   これまで空き家バンクの登録実績でございますが、実績につきましては８戸、うち

売買等が成立した物件につきましては４戸でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 結構、この空き家ゲートウェイですか、国見町では大分早く始めた

と私も承知しているんですけれども、この活用というか、効果をどのように考えてい

るか、お聞かせいただきたいなと思います。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   まず、空き家バンク登録されて、空き家ゲートウェイも含めまして、掲載当初かな

りの反響があったというところでございます。それなりの空き家に対する需要がある

のではないかと考えております。 

   引き続き、空き家バンクの登録を進めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） では、ちょっと７番に入りたいと思います。 

   町は、空き家等の抑制策として適正管理、それから有効活用としておりますが、町

民に対して現状を口頭でお知らせし、空き家等問題をもっと関心を持ってもらうなど

の対策はできないかと思っていますが、いかがでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   空き家等につきましては、私有財産で所有者が適正に管理する責任を負うものと考

えております。これが原理原則でございます。 

   町では、ホームページにおきまして、建物のほか、敷地の除草や樹木の剪定、伐採

といった適正な維持管理を求め、放置した場合は、特定空家に認定し、行政指導を行
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う場合があることを周知しているところでございます。 

   また、資産としての利活用を支援するため、町ホームページ上におきまして、空き

家バンク物件の掲載と登録の勧奨などを行っております。 

   今後、空き家の現状と空き家にすることのデメリット、そして空き家にしないため

の対策につきまして、様々な手法を用いて周知を行ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 続けて答弁します。 

   少子高齢化であったり、人口減少、あるいは都市圏への人口の流出、集中、こうい

ったことを要因に、この空き家の増加というのは国見町だけではなくて、全国的な課

題だということは、議員ご指摘のとおりです。 

   加えて、これまでの答弁にあったように、空き家そのものが私有財産であるという

こと、そして空き家の発生要因が相続人がいなかったり、あるいは相続人がいたとし

ても遠方に住んでいるために無関心であったり、中には、相続そのものを拒否したり、

抵当権が設定をされている土地であったり、そういったかなり民事的な、複雑な問題

が絡む、そういった要因があります。それが空き家対策を加速度的に進めるための施

策の推進の足かせになっていると思っています。 

   とはいえ、国見町では、市街化調整区域の開発を抑制する都市計画法、これと、こ

れまでの町が行ってきた施策、そして過疎地域持続的発展計画に基づく新たな施策を

融合させて、空き家の再生、利活用にも取り組んでいきたいと考えています。 

   空き家へのネガティブな考え方から、国見町民の住みやすさ、あるいは移住・定住

者、新規就農者の受皿のツールとしてポジティブな思考へと転換を図る、そういった

施策を展開していきたいと考えています。それが過疎地域持続的発展計画の根本にも

あると考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 私も、今、町長がおっしゃられるように、これも報道と私の考えは

一緒かもしれませんけれども、空き家問題は半分以上、これは相続問題だと。だから、

先ほど言われたように、相続がきちんとされていれば、次の人がきちんと使える手段

がある。今言ったように、この空き家はやっぱり個人所有なんですよね。個人所有で

あるものですから、なかなか相続問題に家族間ではなりづらいということがあります。

この問題は、今も町長が言ったように、進行中でございますので、今後も増加すると

思われますので、先ほど担当課長も言ったように、意識啓発ですか、あと情報発信、

それらをよく町民に、インターネットばかりでなく、インターネットを見られない人

が相続問題に絡む人が多いものですから、ぜひ情報発信をお願いして、この問題につ

いては、私からは終わりにいたしたいと思います。 

   それから、２つ目の問題に入ります。 
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   総合型地域スポーツクラブの設立について伺います。 

   令和３年９月の定例会でスポーツクラブの設立について私が質問しました。当時は

検討中ということですから、その経緯と結果、検討会について伺いたいと思います。 

   前段、日本における生涯スポーツ社会の実現を掲げ、１９９５年に文部科学省が振

興施策として地域密着型のスポーツ推進がありました。推進基本計画によりますと、

全国の市町村に少なくても１つの総合型地域クラブを置くということを目的としてお

ります。２０２１年７月現在のクラブ数は、全国で３,４３０クラブ創設されており

ます。福島県では、２０２１年４月現在で５９市町村中４８市町村が８０クラブが設

立、様々な展開しております。当町も９月１８日にプレ事業が実施されまして、そろ

そろかなというような機運も高まったように見えますので、設立に向けての運営等に

ついて伺いたいと思います。 

   それで、１番目としまして、総合型地域スポーツクラブは、地域住民が主体となっ

て設立し、運営するのが理想だと私も思っております。行政が設立した後に、住民が

中心となって運営しているクラブも多数あります。地域の特性により様々あったと思

いますが、当町のまずは運営方法について伺いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   議員のお質しのとおり、総合型地域スポーツクラブの運営は、自主運営、受益者負

担が原則とされております。地域の住民や企業が会員となりまして、地域がクラブを

支えることとなります。 

   町といたしましては、ＮＰＯ法人や一般社団法人などの法人格取得も視野に入れま

して、スムーズな運営ができるよう支えていきます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） これも先ほど言った、９月定例会で教育長からこんな話もありまし

た。成人のスポーツチームもあるんですけれども、中学校の子どもたちの減少からチ

ームスポーツがなかなかできないと。ですから、これらも含めて、子どもと大人が一

緒のスポーツを楽しむことも必要と思って検討したいという答弁がありましたが、ど

のように検討されたかお伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） お答えします。 

   今ほど山崎議員からお話がありましたとおり、この総合型地域スポーツクラブ、大

人が人生をおおらかに豊かに過ごすためにということでいえば、スポーツあるいは文

化活動も含めて、総合型の地域スポーツクラブの中で活動していくということがとて

も大切だと思っていますし、また子どもたちの部分でも、今、子どもたちの数が減っ

ていますので、中学校での部活動の継続が課題となっています。その部活動の受け皿

の一つということも考えていく必要があると思っています。 

   今年、スポーツ庁から中学校の部活動の地域移行について方針が示されました。そ
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の中では、土日の部活動については、段階的に地域に移行していくという方針が示さ

れています。そういう意味でいえば、この総合型地域スポーツクラブがその受け皿に

なるものと考えています。 

   ただ、一朝一夕にスポーツクラブに全部移行するということは、難しいことだと思

ってますので、まずは段階的に中学校の部活の地域移行についての部分と、総合型の

地域スポーツクラブの部分については、両方並走して対応できるように考えていきた

いと思っています。その後総合型地域スポーツクラブの運営が順調にいくという段階

で融合を図っていくのが自然に移行できる流れと考えてございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） それで、今言ったように、クラブは会員制になると思うんですけれ

ども、当然この中には、桑折でもやっているんですけれども、会費というのが設定さ

れるわけですね、会費を幾らにするか、また活動日はどのくらいにするか、種目はど

れにするか。そうすると、毎日のように活動の中身は変わるんでしょうけれども、ス

ケジュールを組む人とか、そういう人が要ると思うんですよ。結果的に専任スタッフ

の要員とか、あと指導員の確保、場所の確保等々あると思うんですけれども、その辺

の現在決まっているというか、スケジュール的にどうなっているか、ちょっとお伺い

したいと思います。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   まず、運営に携わるスタッフといたしましては、クラブマネジャーの確保が必要と

なってまいります。また、指導者の確保も必要となってまいります。こちらにつきま

しては、今後募集をしながら確保に努めてまいりたいと考えております。 

   また、会費につきましては、先ほど申し上げましたとおり、自主運営、受益者負担

が原則となっておりますので、会員の方からの徴収となります。法人会員なども募集

いたします。金額につきましては、これから検討してまいりたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ２番目に入りたいなと思いますけれども、現在、体育協会、あとス

ポーツ少年団、そういうところが積極的に活動しているスポーツがあるんですけれど

も、そのスポーツとバッティングというんですか、いろんなことは違いというんです

か、そこら辺はちょっとどのように展開していくか、教えていただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   現在、体育協会やスポーツ少年団が活動をしております。体育協会やスポーツ少年

団につきましては、ソフトボールとかバレーボールなど、それぞれの種目ごとに大人

と子どもを区別して活動している団体で構成されているものです。 

   一方、総合型の地域スポーツクラブは、子どもから高齢者までの多世代が多種目の
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様々なスポーツを初心者から上級者まで、そのレベルに合わせて参加できるという多

様性を持つものとなっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） やっぱり体育協会や、スポーツ少年団等は、それぞれ専門的にスポ

ーツやっていると思うんですけれども、今度その総合スポーツクラブというのは、今

お話あったように、いつでも誰でも、それこそ好きなレベルとなると、当然年齢の格

差が結構出てくるんではないかなと、そのような中で、この種目の選定というのはど

のように考えているのか、教えていただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   どのような対象の方を目的として何をするのか、どの種目にするかというものは、

今後、地域のニーズを踏まえて検討していきたいと考えております。 

   また、一つの競技としても、初心者の講習会というものから、より競技力の向上を

目指すような教室まで様々な企画が考えられます。 

   初めのうちは、種目を多くすることはせずに、クラブの運営を軌道に乗せることが

先決だと考えております。種目を増やすのは、その後の地域のニーズに応じて行って

いきたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） それで、この間、９月１８日にプレ事業、これが上野台運動公園で

すか、１１９名が参加したと言われておりますけれども、何種目か教えていただきた

い。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   ９月１８日に開催をいたしました国見町総合型地域スポーツクラブのプレ事業にお

きましては、文化事業を含めまして、１０種目を実施したところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 今、文化事業というような言葉が出たんですけれども、このスポー

ツクラブというのは文化事業に入るんですか、教えていただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。総合型地域スポーツクラブにつきまし

ては、スポーツのみならず、文化活動についても、活動しているスポーツクラブがご

ざいますので、そのように検討しております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） では、最後に、総合型地域スポーツクラブは、先ほども話しました
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ように、「いつでも」「誰でも」「好きなレベルで」「世代を超えて」「いろいろな

スポーツを」「いつまでも」、こういうキャッチフレーズなんですね、楽しむことが

できると。そういった地域密着型のスポーツコミュニティーであることは、結果とし

て、今準備期間中だということなんですけれども、いつ国見町は設立をするのか教え

ていただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   現在、設立検討委員会で設立について検討しておりますが、今後、設立準備委員会

を立ち上げまして、組織、活動内容、活動拠点などを調整いたします。その後、クラ

ブ運営を担いますクラブマネジャーや指導者の確保、財源などについて調整しまして、

令和５年度中にクラブの設立、会員の募集を行いまして、令和６年度の活動開始を予

定しております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 今の答弁ですと、来年度は準備期間中で、令和６年度の早々に立ち

上げたいと、こういうふうなことでよろしいですか。応援していますので、頑張って

ください。 

   以上で終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） １１時５分まで休議いたします。 

（午前１０時５７分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 質問を続けます。 

   次に、３番宍戸武志君。 

   宍戸武志君。 

（３番宍戸武志君 登壇） 

３番（宍戸武志君） それでは、事前通告した内容により質問いたしたいと思います。 

   当町における不登校小中学校児童生徒に対する支援についてであります。 

   この質問のきっかけは、今年の２月の行政調査で小中学校の行政調査を行って、そ

の中で不登校何人いるかということで聞いたんですけれども、数字については私もち

ょっと不確かなのですが、相当多いなと思ったことがきっかけでした。この件につい

て私もちょっと勉強しまして、最近新聞でも、また今回の条例でも不登校に関する条

例ができましたので、このきっかけでもって質問させていただきたいと思います。 
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   昨今、全国的に小中学校児童生徒の不登校が増加しつつある。全国の小中学校児童

生徒の不登校が小学校で７７人に１人と、中学校では２０人に１人で、過去最多を記

録しています。県内の小中学校では、令和３年度に年間３０日以上欠席した不登校の

児童生徒は２,９１８人、前年度より５２５人増加したと報じられております。 

   国見町教育支援センター条例（地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、

不登校及び不登校傾向児童生徒に対する学習活動及び社会復帰に向けた支援を行うた

め、教育支援センターを設置するもの）が施行されました。１９６０年代までは、不

登校の存在は希少であるとされました。その後、高等教育へ向けて進学率の上昇を背

景に不登校の人数が増加する傾向となりました。この不登校については、誰しも児童

生徒がなり得るということで、子ども、孫、誰しもがなり得る可能性がございます。 

   以下について質問したいと思います。 

   まず、現状把握、次に現状分析、もし当町の特徴があったら、当町の特徴をお伺い

したいと思います。今までの対応はどうなっているか、どうしたのか。今後の対応、

条例を踏まえての対応はどうされるのかということを順を踏まえて質問したいと思い

ます。 

   まず、第１、当町における小中学校児童生徒の不登校の推移を伺いたいと思います、

５年スパンで。 

   また、当町の小中学校児童生徒の不登校数は何人いるか。小学校、中学校は学年単

位でお願いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） ３番宍戸武志議員のご質問にお答えいたします。 

   不登校の定義は、年間３０日以上の欠席とされております。統計資料のある平成

２５年度以降の不登校の児童生徒数を答弁いたします。 

   平成２５年度は５人、平成３０年度６人、令和４年度１０人です。 

   なお、学年別の内訳は、児童生徒への影響に配慮しまして、控えさせていただきま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 小学校は何人なんですか。中学校は何人、再度ちょっとお聞きした

いと思います。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） ただいま申し上げましたとおり、小学校１校、中学校１校

ですので、児童生徒への影響に配慮し、控えさせていただきます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） これは県の調査では、小学校、中学校別々の調査内容となっていま

すので、この辺は回答してもいいんではないかなと思います。 

   次に移ります。 
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   ２番目としまして、不登校の内訳がどうなっているか。別室登校、いわゆる保健室

登校、相談室登校とその他、自宅等の人数のお伺いしたいと思います。 

   また、長期不登校者の人数、これは定義はないんですけれども、半年以上くらいな

のかなと思うんですけれども、長期不登校者の今までの対応はどうだったのかお伺い

したいと思います。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） お答えします。 

   不登校であっても登校したときには別室で学習したり、教室に行くことができたり、

あるいは部活動に参加することができたりする児童生徒がいます。常に別室登校の児

童生徒はおりません。 

   不登校は、特に理由のない年間３０日以上の欠席と定義されておりますが、長期不

登校は定義そのものがありませんので、長期不登校についての質問には答弁いたしか

ねます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） この辺の問題もきちっと答えていただかないと、把握していただか

ないと、また教えていただかないと、私どもちょっと考えるというか、そういうこと

も含めて、今後何人いるのかくらいは回答していただきたいなと思います。 

   では、次に移ります。 

   不登校の要因は、小中学校とも無気力、不安が４割を占めていると言われておりま

す。さらに、昨今のコロナウイルス感染症が増加の一因とも考えられています。当町

ではどのように分析しているのか、または当町ならではの理由があるのか、その辺、

お伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） お答えします。 

   今年度の国見町の不登校要因は県内と同様、本人に起因する要因としては無気力、

不安、生活リズムの乱れ、家庭に起因する要因としては親子の関わり方と推察してい

ます。 

   また、新型コロナウイルス感染症が蔓延する以前の令和元年度の不登校は１０人、

令和２年度と令和３年度はそれぞれ１６人ずつです。感染症の蔓延で生活と学習の環

境やリズムが変化したことが、ある程度子どもや親に影響を与えたのではないかと考

えております。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 不登校に至らなくても、不登校傾向を有する者、また登校回避感情

を持つ者含めますと、４２.０％になっているんですね。これは古い数字なんですけ

れども、１９９７年の統計なんですけれども。 

   では、次に質問いたします。 
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   当町でも不登校支援のため、教育支援センターを設置いたしました。どのような内

容か、人数等、今までの取組とどう違うのか、その辺を具体的に教えていただきたい

と思います。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） お答えします。 

   ９月議会定例会に条例議案を提出した際にご説明したとおり、国見町教育支援セン

ターは不登校の児童生徒に対し、学習支援や基本的生活習慣の改善のための相談、指

導などを行い、社会的自立を支援するための施設です。 

   具体的には、観月台文化センターにステップという教室を週２日、午前に開設して

います。このステップは、学校という場所に行けない子どもたちであっても、学校以

外の場所で人と交流できるような居場所にしたいと考えて設けました。 

   教員免許を持つ教育支援サポーターが２人、学習の手助けや悩み相談、保護者との

教育相談などを行っております。 

   ステップの利用人数は、試行の６月からを含め、１１月末までに４２日開設してい

ます。利用した児童生徒は延べ８３人です。 

   さらには、このステップへ来た日は、学校の出席日数に含むこととしています。こ

れら全てが新しい取組です。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 次に、不登校対策として子どもへの支援はもちろん、保護者への支

援も重要だと言われております。不登校の保護者または家族、どうしたらいいか分か

らないというような問題があります。どう対応したらいいか分からないと。そこで、

家族間でもぎくしゃくするというような形で、この辺の保護者への支援策、もしあっ

たらお伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） お答えします。 

   不登校の要因は、個人ごとにそれぞれ違います。その要因を理解し、少しでも解決

できるよう、まず直接関わる学校、教員が、本人と保護者との相談を繰り返していま

す。また、教員以外にもスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、保健

師、子ども家庭支援員など、様々な専門職と連携して支援しています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 保護者等へのスクールカウンセラーの面接とか、そういう形でも行

っていると解釈していいんですか。または、ほとんど行っていない、または行ってい

るのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） お答えします。 

   学校、教員とともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーも本人
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と保護者と面談を行っております。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 不登校対策の一番問題は、すぐには解決しないというのは分かりま

す。お互い忍耐という形で、先生も最初は忍耐強く定期的に訪問したりするんですけ

れども、先生も忙しくて、その間抜けちゃうということで、余計不登校の児童生徒を

ほったらかしになっているという可能性も多分にあるというような形でお聞きしたの

で、この辺も途切れることのないような支援をお願いしたいなと思っております。 

   では、次にお伺いしたいと思うんですけれども、現実に不登校は学業の遅れ、進路

選択の幅が狭まるリスクが大きいです。早めの適切な対応が不可欠であると言われて

おります。当町での一歩踏み込んだ対応はあるのかお聞きしたいと思います。例えば、

メンタルフレンド、これは学生ボランティア等を活用して不登校者に寄り添うという

か、相談に乗るとか、一緒に遊ぶとか、そういうところもあります。あと、ハートフ

ルフレンドとか、あと訪問相談員とか、そういう一歩踏み込んだ対応をしているのか、

または、今後する予定があるのかも含めてお伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） お答えします。 

   不登校のみならず、悩みを持つ子どもとその保護者への支援は、教育委員会と町が

強く連携して対応を強化することとしました。 

   教育委員会は、学校にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置

していること。また、教育支援センターを設け、教育支援サポーターを配置している

こと。そして、町の保健師、子ども家庭支援員との情報共有をしていることなど、教

育委員会、学校、ほけん課、福祉課が連携して、子どものケースに合わせたきめ細や

かな対応ができる相談体制を設けていることは、国見町の一歩踏み込んだ取組です。 

   一方、メンタルフレンドは、高校生や大学生などが子どもたちと遊んだり、話をし

たりしながら、子どもたちの自主性や社会性への成長を手伝うボランティアです。高

校生や大学生なら誰でもできるというものではありません。子どもたちと適切に接す

るための精神医学、教育学、児童心理学などの基礎学習と基礎訓練が必須です。そし

て、さらに、これらの基礎学習と訓練を指導する専門員も必要です。 

   この制度は、都道府県や児童相談所が主体的に行うものと考えております。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 最後に、私は不登校と社会的ひきこもりの問題を関連づけるつもり

はないんですけれども、社会的ひきこもりになった人の９０％は、不登校の経験があ

るということです。ただし、不登校の方の９割が不登校になるというつもりはござい

ませんですけれども、調査によりますと、そのような傾向があるということです。 

   いずれにしても、不登校は待ったなしです。不登校に至らなくても、不登校傾向児

童生徒への対応、支援も重要であると思います。また、不登校対策は長期にわたり根
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気が必要であります。最後に、当町における今後の不登校対策を再度お伺いします。 

   子育ての地としては、当町は万全を期しているということをお伺いしております。

不登校対策も含め、安心して子育てができるような環境を整えてもらいたいと思いま

すので、その辺のことを最後にお伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） お答えします。 

   不登校対策については、学校教育課長が答弁をした対策をしっかりと進めていくと

いうことだと考えています。 

   不登校の要因、無気力、これは友達との関係、あるいはいじめが要因になったり、

また不安、これは自信が持てない、人が多いところが苦手など、さらに生活のリズム

の乱れは、ゲーム等依存などによる昼夜逆転などです。 

   子どもは、自分で学校には行かなくちゃと思っています。でも、行きたくても心や

体がついていかない、これが不登校です。そのため、学校がある日中はどうしても寝

ることで不安を紛らわし、夜はやることがなくて、ゲームに依存する、それで生活リ

ズムが乱れます。 

   子どもたちへの支援の初めは、子どもの好きや興味を見つける手伝いと。自分で学

習をする、運動をする、読書をする計画を立てていきます。できたことを褒め、肯定

します。この積み重ねが自信を持って外への関心を広げることにつながります。 

   大人は、どうしても早く学校に戻れるということを考えます。戻れる子もいれば、

戻れない子どももいます。学校に行くだけが道ではないということも私たちは理解を

しなくてはなりません。また、その子が学びたいと思ったときに学べる環境を整えて

おくこと、いつでも受け入れられるように準備をしていくこと、これも大切だと考え

ています。 

   教育委員会は、町部局の関係する課と多職種による連携をベースに、子どもたちと

保護者の思いに寄り添っていきたいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 私は、当町は都会と違いまして、人対人、密接につながっておりま

すので、この辺も利用してできるだけ干渉し合ってやっていけば、この問題は都会よ

りも解決ができると思いますので、この辺、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 次に、１０番渡辺勝弘君。 

   渡辺勝弘君。 

（１０番渡辺勝弘君 登壇） 

１０番（渡辺勝弘君） 令和４年第５回国見町議会定例会にあたり、さきに通告しており

ました質問をさせていただきます。 

   内容は、当町における町有財産の利活用についてであります。 

   当町においては、少子高齢化が進み、人口減少が最大の課題であり、その対策とし
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て、町内若者交流事業や企業誘致の促進、新規就農者移住・定住促進など、様々な施

策を行っているが、その効果を見いだすことは困難な状態だと思っております。 

   そこで、国見町の良さを十分理解できているＵターンでの移住・定住を考えている

方々が住宅、あるいは住宅の土地がなく、やむなく他町に定住をしている現状をどの

ように町は考えているのか、町の制度を聞きたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） １０番渡辺勝弘議員のご質問にお答えします。 

   町内の賃貸住宅の状況は、町営住宅は満室の状態です。民間の賃貸物件は地震の被

害を受けて入居者の停止、解体が進んでいるため、不足ぎみです。 

   一方、宅地は不足しているという状況ではないものの、地権者の意向や接道などの

立地条件で整備が限られ、民間事業者の参入は限定的な状況です。 

   また、これまでは移住・定住を考えている人たちに、就労の支援や住宅の確保のた

めの一元的な情報が提供できていない状況でもあると捉えています。 

   これらのことから、町は策定した過疎地域持続的発展計画に基づき、町民を含め、

移住・定住を考えている人たちへの町の支援や情報の提供など、総合的な施策を展開

していくこととしています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、課長が言っておりますけれども、私もこのように正確な人数

というのは分かりませんけれども、自分のところに、「やはり私は家を造りたいけれ

ども、家を建てる土地がないんです、何とかしていただけませんか。」というような

要望と捉えるようなものがたくさん来ている。それは私だけに来ているだけではなく、

ほかの人たちにも多分来ているんではないかなと思っております。 

   全体的に見ますと、これを比べちゃいけないとは思うんですけれども、他町と比べ

ますと、やはり住民が家を建てる土地がないとは言えませんけれども、少ないと言わ

ざるを得ないと私は思っておりますけれども、その点をどのように考えているのか、

再度お聞きいたします。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えします。 

   捉え方については先ほど答弁したとおりでございますが、平成３０年度都市計画基

礎調査によると、市街化区域約１４４ヘクタールのうち、用途として田や畑の土地が

１７.１ヘクタール、そのほか空き地が６.６ヘクタールございます。また、地震等に

より空き家等の除却が進み、現在、宅地の用途となっているものでも、空き地となっ

ている物件についても多数見られます。これらを考えますと、先ほども答弁したとお

り、土地が少ないということがないと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、課長が土地は大丈夫だと言っていらっしゃいますけれども、
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やはり土地の問題に関しては、私が平成３１年３月の定例議会に一般質問で、市街化

調整区域での今後の土地の地域活性化は、現行の土地計画でまちづくりをやっていく

ことだと答弁がありましたけれども、その考えについては、まだ変わらないというこ

とでよろしいでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   考え方については変わりございません。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） では、今の課長の答弁では、市街化調整区域の開発は都市計画の

まちづくりで進めていくということでよろしいですね。 

   それでは、次の質問に移らせていただきます。 

   町の魅力を発信することで、選ばれる町になり、移住・定住を進めていくというこ

とであれば、受入れ体制は不十分ではないかと思われますけれども、その点について

お尋ねいたしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   過疎地域持続的発展計画に基づき、まず国見町に暮らす町民の幸福度を上げる施策

を展開します。これと合わせて交流人口や関係人口を創出して、この町を知ってもら

うこと、そして町民も移住・定住者も子育てしやすい環境や幸せに生活できる環境を

整えるといったソフト事業とハード事業を総合的に進めていくこととします。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今の答弁でありますけれども、既に町営住宅を建てている、

４０年も過ぎている町営住宅等もありますので、いずれは取り壊さなくちゃいけない

ような状況に移るとは思いますけれども、すぐに新しい町営住宅を、町有財産という

ことで町営住宅を建ててくださいというようなことではなく、やはり選ばれる町、桑

折町、伊達市を選んでいる人たちに比べれば、その中から国見町を選ぶんだというこ

とになるには、やはりほかの町と違った部分、ほかの町との特色が違うよ、こんなふ

うにこの町は違っているんだということの特色を出すべきだと思っております。 

   ただ、今、課長が言われたものだけなのか、今後、町独自の独自性を考えているの

か、ちょっとその点についてもう一度お尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   町では、第６次国見町総合計画に基づきまして、まちづくりを進めています。そし

て、先ほども答弁しましたが、今年度策定いたしました過疎地域持続的発展計画に基

づきまして、まちづくりを進めていくということでございます。 

   以上、答弁といたします。 
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議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、課長が言われましたように、過疎地域の部分もありますので、

その辺でやっていくということで理解させていただきます。 

   いろんな部分で町民からも声が上がっておりますので、十分検討していただきたい

なと思っております。 

   そして、今後その状況等なんかを詳しくお知らせいただければと、よろしくお願い

いたします。 

   次の質問に移らせていただきます。 

   町内においては、今まで駐車場になっていた土地が建て売り住宅になり、軒並み完

売になっております。つまり、土地があれば住宅を建てたい人が、この町の人かその

辺はちょっと分かりませんけれども、住宅を建てたい、あるいはもう完売というか、

家を買うという人がいらっしゃるということは現実だと思っておりますけれども、そ

の動向を見て、町はどのように考えているのか、もう一度聞きたいと思います。 
議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   民間事業者による建て売りの販売、いわゆる建て売り住宅は若い世代と地震の被害

を受けた人たちに一定の需要があると考えています。 

   一方で、土地を購入し、自由設計による一戸建てを希望する人たちもいます。さら

に、民間事業者の住宅供給の決断は、ニーズを把握し、採算性を見極めながら行われ

ているものと認識しています。 

   町は、これまでも民間事業者から住宅供給のための相談があった場合には、関係法

令と照らし合わせて相談を受けたり、下水道関連の公共インフラ整備などで支援をし

ています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 町のやり方は一生懸命やっているなと考えております。 

   さきの報道でですけれども、福島県は移住・定住者が全国の４位になっております。

つまり、日本全国、ここから見れば都会、都心から約１時間半で来られる場所だとい

うことも加味しているということで、やはりコロナ感染症の拡大などにより、福島県

は住みやすい場所として見ているのかなと思っております。そして、それによってテ

レワークという働き方の多様化によって、やはり会社に１週間行くのではなく、もう

６日間は家にいて、１日だけ会社に行くというように勤務が多様化し、変わっている

んではないかなと思っております。そして、地方に定住を求めている結果なんだと思

っております。 

   つまり、移住・定住の要件の一つが土地ではないかと私は考えておりますけれども、

同じような質問になりますけれども、その点についてもう一度お尋ねしたいと思いま

す。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 
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企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   移住・定住の要因の一つとして土地の取得、宅地の確保など、その考えが一つとし

てあります。また、働き方が多様化し、変化したことも移住・定住を決める要因の一

つであると考えております。 

   よって、町では官民連携により子育て住宅を建設し、さらに今年度、大坂団地をリ

ノベーションし、新しい働き方に対応できる場を創出するということに取り組んでい

ます。 

   しかし、町では、それだけではなく、最も重要なことは、まず今住んでいる国見町

の方が幸せに生活し、希望に満ちたものでなければ、移住・定住者はこの町を選択し

ないと考えております。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 課長、答弁ありがとうございます。 

   町の土地問題を考える上で、町有財産を開発するということは今までに考えたこと

があるのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えします。 

   現在、宅地で開発できる可能性のある町有地は、山崎南町田地内と、小坂緑住区で

す。 

   山崎南町田地内は過疎地域持続的発展計画で、藤田駅前周辺整備事業として賃貸住

宅や分譲などの開発を含めて、今後検討していくこととします。 

   一方、小坂緑住区は、これまでの経過や現状を勘案した上で、今後検討していくこ

ととします。 

   なお、町有地を宅地として開発する場合、町が主体的に行うことばかりではなく、

民間事業者との連携も視野に入れながら、共同開発することもあり得ることだと考え

ています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、課長が言われたように、２か所の町有財産の中で、住宅を建

てる可能性があるという場所を聞かせていただきましてありがとうございます。 

   町有財産を開発する上で、やはり莫大な資金が必要となると思います。そこで、民

間企業と連携するというような話も聞きましたので、その辺をよろしくお願いしたい

なと。 

   やっぱりいろんなものを建てる上では、財政負担となりますので、こことすれば新

たに住宅を建てる可能性、今２か所ということになりますけれども、他に具体的な場

所があるのであれば、もう一度お知らせいただければと思います。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 
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   町有地は複数ございますが、場所によっては狭い土地や接する道路が狭いものなど

があり、宅地開発に適した土地については、さきに答弁したとおりでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 私の考えというか、見方と違うかな、同じ考えかと思いますけれ

ども、町の町有財産と思っている山崎南町田というのは、駅前にあった仮設住宅とし

て宅地だったと思うので、その部分だと思っておりますけれども、そこをＵターン者

の対象として確保することだと考えておりますけれども、私と町との違いがあるのが

あれば、町のご所見をお願いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   議員お質しの山崎南町田地内については、お見込みのとおり、仮設住宅があったと

ころでございます。この部分については、藤田駅前周辺開発整備事業として一体的に

開発するということで今検討しているというところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） それでは、駅前の開発と同時にやるということを今お聞きしまし

たので、提案なんですけれども、先ほどやるには町独自でなく、事業者も交ぜるとい

うことを聞きましたので、それはそれでいいと思うんですけれども、もし土地の確保

というか、その場所がやりますということになりましたら、建て売り販売としてハウ

スメーカーに全てお願いする前に、当然地元の事業者、Ｕターン者の人たちは地元か

ら行っているわけですから、地元の事業者を使いたいということになると思っており

ますので、まずは地元の事業者を使うことによって、金額は分かりません、金額をど

うするかということはないんですけれども、補助金を出すとか、やはり地元の業者に

建ててもらう、そして地元の業者がそれを請け負うことによって、地元の業者が売上

げが上がる、そうすれば最終的に所得税として町に戻ってくるという循環型になると

考えております。 

   そして、そこで万が一地元の業者は使いたくないという言葉は悪いですけれども、

ハウスメーカーにお願いをするというのであれば、ハウスメーカーさんのほうにお願

いをすると、そういう二段構えをしながら、やはり地元の業者を十二分に使っていた

だく、町の土地を有効に使うんであれば、まずは町の地元業者を優先的に使っていた

だけるように推し進めることが一番私は必要である、そうではなくちゃいけないと思

っております。 

   今後も駅前開発としてここをやっていくんだということを今お聞きしました。これ

から駅前でいろいろなイベントを開催していくときに、歩いて、まして親子連れで手

をつなぎながら歩いていける場所でイベントができる、そして歩いていけるんだとい

う場所に住宅があるということは最大のメリットであり、町をＰＲする上でもいいこ

とだと思っておりますので、ぜひこの計画を考えつつ、その事業を遂行していただき
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たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

   では、２番目の質問に移ります。 

   子ども議会についてであります。 

   平成３０年度より子ども議会が行われておりますが、基本理念は何だったのか、そ

してその考えは今も変わっていないのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   基本理念ですが、まず１つ目、次世代を担う町の子どもたちが子ども議会を通じま

して、自分たちが暮らす地域のまちづくりに対する関心を高めていくことで、将来に

わたってまちづくりへの参画意識を醸成することを目指したと。 

   ２つ目です。まちづくりを自由な発想、そして新たな視点で考え、質問することで、

子どもたちが自分たちの主体性を育み、また心身ともに健康で人間性豊かに成長する

ための一助にしていきたいという観点もありました。 

   そして、３つ目ですが、当然のことながら、子どもたちからの町に対する要望や意

見を参考に、町の新たな政策形成に生かしていけると、そういった思いで始めたもの

です。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、総務課長が言われた基本理念はお聞きしました。 

   その基本理念について子どもたちの意見はどのように反映されているのか、その点

についてお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   これについては教育の一環としての側面がございます。教育委員会と学校とコンセ

ンサスを得た上で、目指すべき姿として設定したものでございますから、子どもたち

の意見を反映させるようなものではないと考えており、今後もこの理念は変わってい

かないと考えています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、総務課長が言われたように、基本理念は変わっていないとい

うことであります。 

   では、今回の子ども議会から小学生、小学６年生から中学３年生に変更になったと

いうのはなぜ変えたのか、そして変えなくてはならなかった理由があるのか、その点

についてお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   本年度は、小学校６年生から様々な意見、そして要望を聞くためのタウンミーティ

ングを先日実施したところです。 
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   また、中学生は、１年生で職場訪問の学習、そして２年生では、職場体験学習を行

っています。その集大成として、３年生では、柏葉祭での発表を行います。 

   それを受けての到達点として子ども議会につなげていくことが年次を経て継続的に

つながった学習となるのではないかと判断し、教育委員会及び県北中学校とも相談し

た上で、中学３年生での開催に変更としたところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） やはり今、前にやったときは小学校６年生だった、今度は中学

３年生なりましたということで、その変わる理由は、今、総務課長が話したとおりで、

それは教育長も内容を理解した上での判断だということになりましたけれども、私は

小学生では駄目だと、小学生の意見は駄目だということではなく、中学生としてやは

り意見を聞きたかったのかなと、理由として理解はしております。であれば、今後ま

た小学生に戻ることではなく、中学生の子どもの議会としてそのままずっと持続して

いく、小学校６年生にもう一度戻るというようなことはないと理解してよろしいんで

しょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   先ほど申し上げたとおり、中学生１年生から３年生まで継続した学習のカリキュラ

ムといいますか、そういった取組の到達点であることから、今後も中学３年生で実施

していきたいと考えています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 中学３年生という小学生とは違った意味合いの意見も持っており

ますので、ちょっと今回の分も大分すごい質問があったなと考えて見ておりました。 

   今回の一般質問とかをやる上での質問の議長の選出というのは中学生が各自で、自

分たちで決めているのでしょうか、それとも何か役職ということはないですか、生徒

会長とかそういうものがあって、そういうところで決めているのか、その点について

お尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   これについては、グループ単位での討議を踏まえた上で、質問内容及び質問者を民

主的に決定していると聞いています。 

   議長についても同様で、生徒で協議して民主的に決定をしていると聞いています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） やっぱりその辺は先生ではなく、生徒たちが自分たちで、自分の

能力でグルーブでやっているんだということで、ますます中学生ながらすごいなと感

心できるものだと思っております。 
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   中学生となれば、先ほど言っておりますように、自分のことだけではなく、持論を

考えて、一般質問であります。模擬議会と捉えているのであれば、私どもと同じよう

に議事録として残しているのか、子どもたちからの意見はどのように残しているのか、

その点についてお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   これについては、５回開催していますが、毎年報告書という形で作成をしています。

それは当然議事録として、質問から回答まで全部入っており、それを作成をした上で、

学校と参加した児童生徒全員へ配付をしています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、総務課長からの答弁がありましたけれども、私どもは議会は

重いものだと思っておりますので、当然議事録等が残っております。やはり子どもた

ちのために、何らかしらの報告書ということはありますけれども、今年だったら令和

４年１１月にこういう質問をやっていましたよというものを残すべきだと思っており

ます。子どもたちが自分の目線でまちづくりを考えて、要望や意見を発表することだ

と思えば、意見等についてはどのように捉えているのか、どういうふうに考えている

のか、ご所見をお願いいたしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   過去５回の子ども議会では、様々な要望、提言がありました。できるものもあれば、

できないものも当然あります。 

   できるものにつきましては、実施したものも多くあります。例えば、ＰＲ動画の製

作、謎解きラリー、外国人の言語の表記について、図書館の本をあつかし歴史館に置

いたりすること、星を見るイベントの開催、蓮まつり、モモの木オーナー、働く場の

整備のためのリノベーションなども実施してきています。 

   引き続き、実現可能な提言は実施に向けて検討を進めたいと考えています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） できれば、形を残すことも必要ではないかなと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

   初めての中学生ということなので、今回の中学生からの要望に対しての答弁は、課

長からの答弁がいろいろありましたけれども、一番単純だったのは、予算がなく、困

難であると。私どもから比べれば完璧な答弁であったなと思っておりますけれども、

やはり中学生にとってみれば、予算がないから駄目だよというだけに終わってしまっ

て、再質問というものはなかったというか、できなかったという感じになると思いま

すので、将来を見ている町を中学生が理解できる答弁であったのか、その辺について

はどのように考えているのかお尋ねしたい。 
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議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   予算がなくという答弁をしていたかどうかというのは認識の分かれるところかなと

思います。 

   中学３年生も十分に大人でして、町の将来についてもきちんと考えられる年代であ

ると私も考えています。その上で、責任ある答弁をすることこそが一番大切なことだ

と考えています。 

   行政改革など、また策定いたしました公共施設の再編など、人口減少に突入した日

本においては、全国的な課題があることは議員もご承知のことと思います。可能性が

あるものは、その方向性を示すことはできますが、厳しいものについてはしっかりと

ノーと言うことも大切だと考えています。 

   その場しのぎでやれるような夢を見させるような答弁をしても、中学生も大人です

から、当然見透かされると思いますから、そういったことも留意しながら、今後対応

していきたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 課長とすれば、やっぱりそれは答弁は責任問題になりますし、適

当なことは答弁できないということは分かっております。その辺の答弁も責任ある答

弁をよろしくお願いしたいなと思っております。 

   最後に、子どもたちの意見は、すなわち町民の意見であると捉えることにしなけれ

ばなりません。ただ、発表だけの場にしていただいただけでは、子どもたちの真実の

意見を聞くことができなくなるのではないかと思いますけれども、その点についてど

のように考えているのかお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   子ども議会は、通常の今現在やっている町議会本会議と同じやり方で実施をしてい

ます。町としても子どもたちの質問に真摯に答えるべく、事前に答弁調整会議を開催

し、意思統一と共有を図って対応してきました。 

   決して発表の場としてではなく、真剣な議論の場として真面目に取り組んでおり、

子どもたちもそのように捉えているものと思っています。 

   そして、この経験がいずれ大人になっても、町に対する課題を見つけていく端緒に

つながるものと確信をしているところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 私たちもそのように考えて今やっておりますので、その考えを子

どもたちにも理解できるように真剣に取り組んでいただきたいと思っております。 

   子どもたちは、いずれこの町を支える人になり、あるいは議員になる方もいるかも

しれません。そのためにも、この子どもたちがこの町をもっと好きになってもらいた
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いというふうに行政と共に進んでいかなければならないと思っております。 

   以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） 午後１時まで休議いたします。 

（午後０時０３分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午後１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 一般質問を続けます。 

   次に、２番八巻喜治郎君。 

   八巻喜治郎君。 

（２番八巻喜治郎君 登壇） 

２番（八巻喜治郎君） 先に通告してある内容に沿って質問いたします。 

   まず初めに、自然災害などについてであります。 

   近年では、地球温暖化などによる影響と思われる自然災害が世界的に多発しており

ます。我が国でも地震や異常気象などの災害が頻発して、甚大な被害を受けておりま

す。特に地震災害は季節を選ばずに起こります。大きな自然災害が起こるたびに、対

応が後手に回り、混乱や不安を招いてしまう。その要因は何であるか。危機管理が不

十分だから。 

   自然がもたらす地震、台風、豪雨などは未然に防ぐことはできませんが、しかし、

起こり得る災害を予知し、人々の安全を図り、被害を軽減することは可能であります。

地位や権限だけで災害、危機には対応できません。多くの関係する皆様の協力が必要

であります。危機的災害が起きればどう対処すべきか、組織を通じて、危機管理能力、

行動計画、教育訓練、装備品などに習熟しておくことが重要であります。 

   それでは、お伺いします。 

   避難施設は、厳寒・酷暑、幼児・子ども、障害者、高齢者などに配慮した避難施設

であることが望ましく、しかも平時は多目的に活用できる避難施設であるのかをお伺

いします。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） ２番八巻議員のご質問にお答えいたします。 

   避難施設は大きく１３施設指定してあります。基本は、観月台文化センターと、小

坂、森江野、大木戸、大枝、こちらの各地区中央集会施設です。これらの施設は平時

は一般開放され、各種活動に活用されております。冷暖房を完備し、畳敷きの和室、

障害者用のトイレが備えてあります。 

   なお、今年度はトイレの洋式化を進めて、子どもたちや高齢者への配慮をした対応
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を進めています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 八巻喜治郎君。 

２番（八巻喜治郎君） ただいまお答えいただきましたが、寒冷時は暖房機器が必要であ

り、酷暑・猛暑時は冷房施設が必要であります。しかし、災害直後は、電源が喪失し

ていたり、冷暖房設備が損傷して使用できないこともあります。寒いときにはストー

ブ、暑いときには扇風機など、そしてその電源を確保するための発電機とその燃料等

が必要となります。その手配と協力体制は大丈夫だと思っております。 

   大事なのは、避難する時点から、幼児や子どもには保護者が必要となります。身障

者や高齢者には付添人や介護人が必要であります。幼児・子ども、障害者、高齢者は、

その付き添う方に自らの安全を委ねることとなります。災害弱者と言われる方々です。

町ですから、十分準備はされていると考えております。 

   次の質問に移ります。 

   感染拡大が予測される新型コロナウイルス感染症予防に対応した避難施設なのかを

お伺いします。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   新型コロナウイルス感染症対策だけではなく、避難者のプライバシー確保、家族単

位ということもありますが、個別に仕切られたテントを備えています。 

   また、避難者の感染症対策としましては、避難受付時の体温管理やきめ細やかな消

毒、そして換気など、徹底することとしております。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 八巻喜治郎君。 

２番（八巻喜治郎君） エアロゾルや飛沫感染防止のために、こまめに換気を行い、３密

を避けることは重要でありますが、今までより各避難施設等の人員もスペースが必要

となり、収容できる人員は変わってきます。各避難施設の収容人数は把握していると

思います。 

   次、食料備蓄や食料支援、生活用水や電源確保の協力体制は万全であるかをお伺い

します。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   避難時の備蓄食料としましては、アルファ化米、さらには乾パンを合わせて１万

５０００食分、水につきましては５００ミリリットルで８,０００本、さらには防災

ゼリーを３万１０００個準備しております。これは、東日本大震災の避難状況を基に

約３日分を想定しての数量でございます。 

   これと併せて、様々な協定を結んでいる企業、さらには団体との救援体制を確保し

て、物資の調達を進めるような形で、準備するよう想定しております。 

   なお、電源につきましては、観月台文化センターには非常用発電装置が、またほか
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の地域におきましては、夜間照明用のための小型発電機が備えてあります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 八巻喜治郎君。 

２番（八巻喜治郎君） 食料備蓄とは非常食などの備蓄であり、僅か数日間くらいかなと

考えております。我が町では農家が多いので、お米などは農家の方々が持っておりま

す。ただし、玄米ではいけません。精米したお米の確保という食料支援の協力も必要

かなと思います。 

   次に、また同じく生活用水についてです。 

   すりかみ浄水場へ行けば生活用水は給水してもらえると言われています。すりかみ

浄水場の名前を知っているだけで、すりかみ浄水場へ行く道の経路を説明できない、

説明できる方が非常に少ない。議員の方、前議員の方は分かっております。また、す

りかみ浄水場へ行く道を全く知らないというのが多いのが現状です。平時に知ってお

くべきです。 

   地震災害などでは、指定避難施設等が破損や損壊の被害に遭っていることもありま

す。その場合、避難を要する人々に対してどのように周知徹底するのか、避難施設が

被害を受けて損壊していた場合の対応策についてお伺いします。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   例外のない原則となりますが、損壊を受けていない避難所または避難ルート、そち

らに誘導すると、そういう対応を取らざるを得ないことについてはご理解いただきた

いと思います。 

議長（東海林一樹君） 八巻喜治郎君。 

２番（八巻喜治郎君） 次に、くにみ農業ビジネス訓練所についてに移ります。 

   国見町では、町の基幹産業は農業である、そう言ってきました。また、町民待望の

道の駅もできました。当時、国見産の地元産の農産物が年間を通じて非常に少ないの

は問題があると。そこで、くにみ農業ビジネス訓練所を立ち上げて、新鮮野菜などの

生産と農業後継者を育てようとしたわけです。その成果が少しずつ現れております。 

   神奈川県出身者が伊達市で就農しました。くにみ農業ビジネス訓練所とＪＡふくし

ま未来農業塾の両方で農業を学び、自立しました。これは朗報であります。担当する

方はこれをどう捉えているのかお伺いします。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   令和３年度長期研修修了生６人のうち、夫婦１組が今年４月から伊達市で就農し、

このたび、ＪＡふくしま未来の広報誌１１月号に農業女子として記事が掲載されるな

ど、精力的に野菜栽培に取り組んでいます。くにみ農業ビジネス訓練所の長期研修修

了生が町内外で活躍する姿は、町としても大きな励みになります。 

   残念ながら家庭の事情で国見町に移住・定住し、就農するまでには至りませんでし

たが、くにみ農業ビジネス訓練所の長期研修修了生に変わりはなく、長期研修修了生



 

‐51‐ 

 

を中心に組織化したあつかし農友会として、道の駅国見あつかしの郷で定期的にマル

シェを開催しています。１１月２４日には、営農報告会を兼ねたタウンミーティング

で、今後の展望など意見交換も行いました。今後も国見町とのつながりは継続します。

このつながりを大事にすることが、将来の国見町の農業振興にも大きく寄与するもの

と考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 八巻喜治郎君。 

２番（八巻喜治郎君） 国見町には２名が就農しております。農業の後継者不足は日本の

国の問題であり、課題でもあります。国民の食糧生産と食の安全から見ても、農業後

継者を確保することは重要であります。 

   くにみ農業ビジネス訓練所は、福島県が認めた農業研修機関であります。農業の研

修所としても重要な一つであります。県では、福島県農業総合センター、農業短期大

学校、県農業総合センター果樹研究所、郡山園芸振興センター、そしてくにみ農業ビ

ジネス訓練所です。したがって、研修を受けた方々が就農し、各地域や地区に溶け込

みリーダー的存在になっていただけるように、切れ目のない支援と意見交換をすべき

と思います。重ねて申しますが、切れ目のない支援体制の構築が必要であります。私

も微力ながら協力していこうと考えております。 

   次に、くにみ農業ビジネス訓練所とＪＡふくしま未来の農業塾との相互協力関係が

今後大切かと思われますが、町の意向をお伺いします。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   ＪＡふくしま未来主催の農業塾は、モモ、あんぽ柿、キュウリの３コースがありま

す。くにみ農業ビジネス訓練所は、長期研修生のさらなる技術習得に向け、既に農業

塾キュウリ部会の指導会、農業短期大学校の農業研修、伊達農業普及所の農業経営セ

ミナーなど様々な講座の案内をし、長期研修生ができるだけ参加できるよう日程調整

を行っています。今後も、長期研修生の技術習得が見込まれる農業研修があれば積極

的に案内するとともに、関係機関とさらなる連携も進めていきます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 八巻喜治郎君。 

２番（八巻喜治郎君） 国見町は過去に、平成の時代ですが、農業のモモの生産量、生産

高、町村の部で日本一に輝いた町なんです。我が町は町村の部で日本一に輝いたこと

がある町です。行政を含めて今後に期待して、私の質問を終わります。 

議長（東海林一樹君） 次に、１２番浅野富男君。 

   浅野富男君。 

（１２番浅野富男君 登壇） 

１２番（浅野富男君） 令和４年第５回国見町定例会におきましての一般質問であります。 

   まず初めに、マイナンバーと保険証についてということであります。 

   これまでの経過として、マイナンバーカードの申請が進んでいないというのが現状
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であると思っております。そのような中で、国民皆保険制度の下で発行されている健

康保険証をマイナンバーカードで利用できるように計画が進められております。しか

も次年度中というのが現在の計画であります。便利になるという方もいらっしゃると

思いますけれども、切替えをする必要がないと考える人も少なくないと思っておりま

す。自治体として行うべきところの福祉の増進ということからして、マイナンバーカ

ードを医療保険証と結びつけることについて、国見町の認識をまず問いたいと思いま

す。 

議長（東海林一樹君） 浅野君、マスクを外してください。 

   住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） マイナンバーカードの関連の事業の取扱いにつきましては、

国の制度・政策に基づき実施しているものでございます。保険証との一体化につきま

しては、高齢者や施設入居者を含め、必然的にマイナンバーカードの取得を促すもの

ということで認識しております。一体化によるメリットにつきましては、特定健診や

薬剤情報の利用による効果的な医療の実現、医療費限度額の適用認定に関する手続の

免除などが挙げられ、町民福祉、利便性の向上が期待されるものと捉えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 国の制度ということで、必然的にやらざるを得ないというところ

が本音なのではないかと思うところでありますけれども、先日の町長の提案理由の説

明の中でもありましたけれども、国見町ではカードの交付率５６.３％と、もう四、

五年過ぎたのかなと思っておりますけれども、まだ半分を若干超えただけということ

で、非常に遅れている。ここがやはり国がどうしてもこのマイナンバーカードの番号

制を完成させたいといいますか、進めたいということがあって、この保険証と結びつ

けるということをやったのではないかと思っております。 

   そういう中におきまして、カードは個人にとっては本当にあってもなくてもいいと

いうのが今現状なのではないかと思っています。ですので、なかなかカードの申請が

進まない、そういうことになっているのではないかと思います。 

   ２番目になりますけれども、マイナンバーカードの申請が進まないために、医療保

険証をなくしてまでカードの申請を求めようとするのが国のやり方であるというのが

私の認識であります。ですので、カードの申請は本人の意思に基づくものというのが

これまでの国の方針でありますけれども、そうしたことは、保険証と替える場合にあ

って、まだ保証されるということでよろしいのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   あくまでも、マイナンバーカードの申請は、本人の意思だということで現在取り組

んでおります。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 
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１２番（浅野富男君） 本人の意思ということになりますと、保険証を代用させるという

場合には、やはりマイナンバーカードを作る必要が出てくるということだと思うので

すけれども、この辺との関係で、マイナンバーカードは特に必要ないですけれども、

保険証はどうしても必要ですよね。ですので、そういうこととの関連で、結構矛盾が

出てくるのではないかと思いますけれども、その辺りについてはどうなのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） 現在、総務省のほうの説明におきましては、それは関係機

関のほうと代用策を考えるということの提起になっております。以上、答弁とさせて

いただきます。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） それで、関連質問ということでよろしいかと思うのですけれども、

国見町で医療機関にかかった場合、マイナンバーカードで対応できるところというの

は現時点でつかんでおりますでしょうか。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   現在、町内でマイナンバーカードを利用して受けられる医療機関は、公立藤田総合

病院や薬局など複数箇所ございますが、まだ対応していないところもあるということ

でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） そういうことであれば、医療機関としてもまだ進めるといいます

か、整備が整っていないということになろうかと思いますけれども、そうしたことで、

医療機関にとっても、システムの整備とかなんか必要になってくるということで、お

互いに大変なのではないかなと思っております。 

   そういう中で、カードの申請が難しいという事案も発生すると考えられます。特に

必要と思わない人、それから移動手段がなくて申請がなかなか難しい、あるいはもう

高齢で必要ないのではないかというようなことが発生しますので、そのような、いわ

ゆる自分で申請することが相当難しいといった方々に対しては、どのような考え方で

対応するのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   病気や身体障害等により手続が難しい方につきましては、代理人による申請制度が

ございます。また、要請により職員が出向いて対応するということも可能になってお

ります。以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） そうしますと、その部分についても、あくまでも本人から申請し

たいというようなことがあった場合に職員が出向くという理解でよろしいのでしょう

か。 
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議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） そのとおりであります。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） ぜひ、医療保険証でありますので、どうしても必要になる証明書

だというふうに思いますので、無理に進めるというようなことはやっぱり差し控える

べきではないかなというふうに思っております。特に、先ほど申しましたけれども、

来年度中にどうしてもやりたいというような強烈な方針が出されている中であります

けれども、あくまでもやはり個人を尊重した形での進め方をされるようお願いするも

のであります。 

   次の質問です。 

   インボイス制度の実施についてになります。 

   来年１０月から消費税のインボイス制度が実施されることで進められております。

これまでは売上が１０００万円以下は免税業者とされてきましたけれども、その枠が

取り外されることになります。取引相手から請求があれば、発行するか、取引をやめ

るかということになるのではないかとまで言われております。また、登録申請をして

課税業者になれば、法人は決算終了後２か月以内、個人は翌年の３月３１日までに消

費税を申告しなければならないとされておりまして、その負担、書類の作成など、実

務作業は重いものとなると考えられます。役所として各々の事業を執行しなければな

らない状況にあると思いますけれども、この制度が実施されることによって、どのよ

うな事業が影響を受けることになりますでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   町の会計ですが、まず一般会計については、消費税の申告義務が免除されることに

なっております。しかしながら、一般会計と取引のある事業者に対して町がインボイ

スを発行することができない場合、取引事業者は消費税の仕入税額控除ができなくな

ります。そのため、今後、適格請求書発行事業者登録の手続を進める必要があると考

えています。 

   また、特別会計ですが、これについても免税事業者となっています。現在は消費税

の申告義務がありませんが、一般会計と同じ理由で適格請求書発行事業者登録を行っ

た場合、当然課税事業者になるため、新たに消費税の申告義務が発生するものと考え

られます。今後、各特別会計の取引状況を確認した上で、登録の有無を判断していき

たいと考えています。 

   一方で、下水道事業及び水道事業については、従来から消費税の課税事業者であり、

インボイス制度開始に伴う新たな登録事務が発生すると考えています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 一般会計については特例があるということで、この制度から免除

されることになっております。答弁にもありましたように、特別会計のほうが影響が
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出てくることになると思うのですが、その中で、これまで例えば水道とかそういった

機材とか何か調達する部分に、そういう業者が、特に、何ですかね、あまり大きく事

業をやっていらっしゃらない方とか、そういった方がかなり問題になってくるのでは

ないかなと思うのです。大きな業者にとっては特にその部分で新たに問題が発生する

ということにはならないと思うのですけれども、そういった形で、今まで取引があっ

た業者が排除される部分は出てこないのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   取引事業者がインボイス制度に登録しているか否かによって受ける差別ということ

があるかという質問ですが、町としては当然公共の部分になりますから、あるなしに

関わらずそれを排除するというようなことは考えておりません。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） ちょっと聞こえない部分があったのですけれども、排除される、

されない。されないということでよろしいのですか。ぜひ、排除されるようなことが

あってはならない、自治体が発注するものですから、排除されるようなことはあって

はならないと思うのですけれども、そのために今、何かしらの、つまり、インボイス

発行ができる課税事業者に変更してくださいといった、そういったお願い等は今のと

ころ出す必要がない状況にあるのでしょうか、どうなのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   町としてそういったことをする立場にはないと考えています。恐らく、商工会長い

らっしゃいますけれども、商工会でそういった勉強会などをなさっていて、ただ、登

録するしないは個人の判断で、確かにしなければそういったいろんな影響は出てくる

のでしょうけれども、それが義務として課せられているわけではないと考えています

から、強制的にどうこうするとか、そういったものを町でやるということは、基本的

に考えていないということになります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 町としてはそういうことはやらないと。そうすると、あくまでも、

その事業者自身がどちらを選ぶかということになるかと思うのですけれども、そこが

今、一番問題になっている部分かなと思います。自分で判断するということは、冒頭

にも言いましたけれども、面倒くさい人はやめるというようなところになる可能性は

大きいのではないかなということで、今いろんな議論がされているところだと思うの

です。 

   町が発注する業者以外にも、これまでいわゆる免税業者、個人事業者、いっぱいい

ると思うのです、いろんな業種の方。いってみれば国保加入者なんかは全部自営業者

ということになりますので、その辺りが非常に難しい対応を迫られることになってく



 

‐56‐ 

 

ると思いますので、その辺り、十分そういうことが発生しないように町のほうは目を

配っていただきたいと思うところであります。 

   今若干触れましたけれども、給食事業を町でやっていますけれども、ここは町の場

合は委託事業としてやっていますので、町が直接取引ということはないのだろうと思

うのですが、そういう中で、委託事業、ほかにもあると思っていますけれども、そこ

での取引についても納入業者がいると思います。免税業者の場合に対して、登録申請

を促すようなことは行き過ぎたことであると思っております。そのような事案は、こ

の委託事業の中では発生しないと考えられますか。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） お答えします。 

   給食センターへの食材納入業者の中にも現時点で免税事業者が複数いますが、イン

ボイス制度に登録申請するかどうかは、免税事業者それぞれが判断することです。町

が登録を強要することはありません。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） ですので、今、個人の判断に任せられるというふうなところが、

その事業者にとっては、これまでのとおり納めるか納めないか判断するということに

なってくると思います。納めないということを選べば、当然そこでの取引がなくなる

ということで、収入も減るという事態になるかと思うのです。先ほどから言っていま

すように、そうした事態にならないような形で行うような手だてを何かしら考える必

要があるのではないかと思っております。その辺りはどうなのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議員おっしゃるとおり、制度自体が、インボイスでやるという

大枠が決まっているのだけれども、細かいところがちょっと手が届いていないような

印象を私個人的にも受けております。９月議会でもシルバー人材センターの問題の陳

情もありましたし、そういった様々な課題がある中で、どういった方法が、どういっ

た細かな点での行き届いたものが今後出てくるかということも、今、国のほうでも若

干は議論されていると思いますから、その方向性を見定めた上で、町としてもその方

向性に沿った形でより良い方向に行ければいいのかなと思っています。 

   また、中小企業者、仮にインボイスに登録しない場合においても、恐らくは賃貸す

る、確かに含み損、仮払い消費税の分、損してしまうのですけれども、その額自体は

そんなに大きなものにならないのかなと思っていますから、そこは公共として現時点

では受け止めざるを得ないし、できればそうならない方向でちょっと制度の見直しが

詰めていただけるのであれば、そういったものを含めて議員の皆様とかいろんな中小

企業者の声なんかを国に届けていただいて、ちょっと見直しを進めるような取組を改

めて共有しながら進めていければいいかなと考えています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 
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１２番（浅野富男君） 明確な答弁が難しいという部分もありましたけれども、私どもは

やっぱりそうした矛盾がある制度、中止ということでこれから進めていきたいと考え

ておりますので、町もその辺りについて十分、心得ていただければなと思っておりま

す。 

   次の質問を行いたいと思います。 

   気候変動による自然災害についてということになります。 

   言うまでもなく、近年は気候変動による災害が世界の国々で発生していることが伝

えられています。特に雨、それから風などが甚大な被害をもたらすものでありますけ

れども、その要因については、地球の温暖化が原因であるということが世界的な見方

となっております。 

   そういう中で、町は防災マップを発行いたしておりますけれども、この気候変動が

言われている中で、どのような基準で作成されたものなのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   今年８月に防災マップを発行させていただきましたが、様々な要素により構成して

いるところでございます。急傾斜地や土石流、地滑りの区域につきましては、土砂災

害関連法がございまして、これに伴う県の指定によるものを盛り込んだものでござい

ます。さらには、新たに盛り込んだため池崩落区域につきましては、県の防災重点農

業ため池ハザードマップによるものを組み込んでおります。 

   そして、阿武隈川の洪水浸水区域につきましては、千年に一度の想定し得る最大規

模の降雨量を前提にということで、国土交通省が浸水想定区域を基準としたものを採

用しており、また滝川の洪水浸水区域につきましては、県が２４時間の想定最大雨量

７４６ミリを基に定めた浸水想定区域を基準として、以上のような要素を盛り込んで

マップを作成したところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 県、それから国の基準に従って作成されたということであります。 

   当町では大きな土砂災害はまだ発生していないと思います。国内を見ると、いわゆ

る線状降水帯といった気象条件が発生し、甚大な被害が起きたことが報道される昨今

でもあります。予測困難な状況でありまして、一つの自治体での対応は困難かと思っ

ておりますけれども、国及び県等の連携も含めまして、行政側としての取組というの

はどのような形になっているのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   昨今、国・県との連携体制が非常に緊密になってきております。激しい豪雨や増水

による危機が迫った場合につきましては、国・県との緊急連絡網を基にして対策を講

ずるということになっており、災害発生時には、国・県からリエゾン、連絡員という

ことになりますけれども、リエゾンが派遣され、町からの人員や物資の要請について、
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要請に基づき応急物資も届けられております。さらに、協定自治体からも人員や物資

の提供を受けているということでございます。 

   引き続き、災害前、災害発生後の国・県・関係機関との連携を密にして災害対策の

強化を図っていきたい、かように考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 自然災害ですので、完璧はあり得ないとは思っておりますけれど

も、さらにこの部分については引き続き緊密な形での対応なり何なり、対策を練って

いただきたいと思います。 

   そして、３番目になりますけれども、国見町では浸水被害については経験しており

ますけれども、土砂災害はまだ経験しておりません。なくて当たり前というか、ない

ほうがいいとはもちろん思っておりますけれども、経験していないために起こる被害

についてということですが、危機意識、特に大きな土砂災害、国見では地震と水害だ

けが災害ということで、大きな災害ということで挙げられるかと思うのですけれども、

土砂災害等の経験はまだしていないことから、危機意識が非常にこういった土砂災害

のようなものに対してないのではないかと思っております。 

   事実、最近、ちょっと大雨で、私の自宅の後ろのほうが防災マップに、細蕨地区に

なりますけれども、載っているということで、そちらの方面にちょっと連絡したので

すけれども、やはり返ってくる答えというのは、「大丈夫でしょう」というような答

えが返ってきます。ですので、その辺り、非常に危ないところではないかなと思いま

すので、ここに質問としてさせていただきましたのですけれども、どのような対応に

なりますでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   今年９月に地区ごとに行った防災連絡会議では、石母田地区の町内会長から、大雨

の際に自ら地区住民に危険を呼びかけて、避難誘導を進めたといった例が報告されま

した。また、洪水浸水被害を経験している大枝地区の町内会長からは、避難に支援が

必要な高齢者への避難誘導の支援対策、これが必要だろうといった意見も出されてい

ます。 

   町では、でき得る対応を取るとともに、自主防災会を核とした町民との危機意識の

共有、これを図る取組、これを強化する必要があるのだろうと思いました。ですから、

防災訓練の在り方、これを早急に検討する、内容を確認する、見直しをする、そうい

ったことに着手したいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 非常に難しいといえば難しい課題かなと思っております。一度経

験すればそれなりの対応は生まれるのだろうと思うのですけれども、それがないとこ

ろにおいて、この危機意識、避難誘導、町はやりますけれども、なかなか心に響くよ
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うな、どうしても逃げなくてはならないのだという感覚になるまでは、本当に容易で

ないのではないかなと思っております。 

   その辺りでは、先ほど、防災訓練の在り方とかを見直したいという答弁だったので

すけれども、その辺りで、自主的というか、本当に理解して行動するまでの周知の仕

方といいますか、その辺りではもう少しちょっと答えがあればお聞かせいただければ

と思います。いかがでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   実際に町だけでどういった効果的な意識の共有を図れる訓練ができるかというのは、

今お答えすることは難しいと思います。ただ、関係機関と密に連携を取って、彼らの

持っている知見、これを町に入れ込んでもらうというのも必要かなと思います。 

   これだけ災害が頻発して起こる日本ですから、大学にしても、あるいは専門に災害

対策を考えている組織は、きちんとした対応策というものを持っているはずですし、

逆に、確立はされていないけれども、こういった方法がいいのではないかという、指

し示すような知見を持っているのではないかと思っていますので、そういった、町の

行政だけではない、幅広い視点で危機意識の共有を強められるようなものを防災訓練

の中で取り入れていくというのは必要だと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） ないほうがよろしいのですけれども、備えはやはり必要だと思い

ますので、その辺り、今後とも十分な協議の上、安全な形で過ごせるような、安全な

形で住めるような町といいますか、備えをしていただければと思います。 

   以上で質問を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） 午後２時まで休議いたします。 

（午後１時５２分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午後２時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 一般質問を続けます。 

   次に、６番小林聖治君。 

   小林聖治君。 

（６番小林聖治君 登壇） 

６番（小林聖治君） 令和４年第５回定例会にあたり、先に通告しておりました内容につ

いて質問いたします。 
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   まず、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策についてでありますが、前回第３回

定例会一般質問でも答弁いただきましたが、その後のオミクロン株ＢＡ５による感染

流行第８波に入ったとの認識を県は示しました。しかし、このオミクロン対応型のい

わゆる二価ワクチンが、マスコミ報道によると、接種が進まないとのこと。そこで、

直近のデータで、町民の接種状況はどのようになっているのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） ６番小林聖治議員のご質問にお答えいたします。 

   オミクロン対応型の二価ワクチンの接種につきましては、１０月２１日より開始い

たしまして、１２月２日現在では１,８２６件の接種が完了いたしまして、接種率は

２２.５％、県平均とほぼ同程度の数字でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） そうしますと、やはり国見町においてもそれほど接種率は上がって

いないということでございますね。 

   そこで、接種の進捗に関連して再質問いたします。 

   先日、行動制限が解除され、全国旅行支援なども再開されました。そういった助成

を受けるためにはワクチンの接種証明が必要な場面があると思われますが、町として

はどのような対応をしているのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   ご質問のとおり、行動制限の伴わない対策に移行しておりますので、ワクチンの接

種証明について様々問合せが来ているところでございます。通常は会場で発行してお

ります接種済証がワクチンの接種証明ということでございますが、紛失した場合や、

海外に渡航する場合に英文での接種証明が必要になる場合もございます。町では窓口

で接種証明を発行しておりますが、マイナンバーカードをお持ちの方については、セ

ブンイレブンやミニストップのキオスク端末で即時発行が可能となっております。ま

た、スマートフォンにアプリがございまして、アプリをお持ちの方は、スマートフォ

ンと一緒に携帯することが可能となっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 今の答弁で、マイナンバーカードがあれば、コンビニで即時発行で

きるということが分かりました。ただ、町内にはコンビニがファミリーマートが２件、

藤田病院内にはデイリーヤマザキというコンビニがあるのですけれども、これらのコ

ンビニは対応しておりますか。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   ワクチンの接種証明について、今セブンイレブンとミニストップと申し上げました

が、町内にはほかにもコンビニあるのですけれども、ファミリーマート、それからロ
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ーソンのような全国展開のコンビニではまだ対応になっておりませんで、実際対応に

なっているのが先ほど申し上げましたセブンイレブンとミニストップの２つでござい

ます。あとは地場のチェーン店で対応しているところありますが、町内で対応してい

るところは、繰り返しになりますが、セブンイレブンとミニストップということでご

ざいます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 分かりました。ほぼ全てのコンビニで対応できるようになればと思

います。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   先ほどの質問でも触れましたけれども、二価ワクチンの接種は初回接種が終了した

方に行うということですが、未接種者から接種の申出があった場合はどのように対応

しているのか、お伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   初回接種を完了していない方につきましては、オミクロン対応のワクチン接種でき

ませんので、まずは従来型のワクチンを接種していただくことが必要でございます。

しかしながら、町の集団接種では、最初の答弁で申し上げましたとおり、従来型ワク

チンの接種は終了しておりますので、未接種の方から申込みがあった場合は、従来型

のワクチン接種を個別に調整して打っていただくか、あるいは県が実施しております

ノババックスの集団接種のほうをご案内するという対応をしているところでございま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） この二価ワクチンの接種には初回接種が必要というのは国の薬事承

認の都合であるかと思うのですけれども、現段階で未接種の方はどのような事情によ

るものか、重ねてお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   未接種の方なのですけれども、大きく分けると２パターンあって、一番多いのは長

期に入院されていた方、抗がん剤の治療などで、何クールかされるのでしょうけれど

も、その中でタイミングがなかった方、あるいは長期にわたって海外に渡航されてい

る方で、お正月に帰ってくるというような方で問合せがある場合もございます。海外

に渡航されていた方の中には、現地の保健当局が認めたワクチンを接種している人が

おりますけれども、我が国ではファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ノババック

スは認可しておりますけれども、中国製のシノファームだったり、ロシア製のスプー

トニクＶを接種している方おりますが、そういう方については未接種の扱いになりま

す。このため、まずは日本国内で認可を受けたワクチンを受けてくださいという形で
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ご案内するという形になっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） ということは、中国製とかロシア製のワクチンは、打っても意味は

ほとんどないということですね。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   ５歳から１１歳の小児の接種が努力義務とされ、接種が奨励されておりますが、状

況はどのようになっているのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   小児の接種につきましては、毎週木曜日に公立藤田総合病院の小児科で実施いたし

ておりますとともに、保護者の方が接種しやすい日曜日にも公立藤田総合病院で接種

日を設定して行っているところでございます。また、７歳以上の小児につきましては、

福島圏域が実施しておりますＮＣＶ福島アリーナでの広域での接種会場での接種も可

能となっております。１２月２日現在では３３８件の接種が完了しておりまして、接

種率は４８.２％となっているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 分かりました。 

   それでは、６か月から４歳までの乳幼児ワクチンが薬事承認されましたが、接種の

状況はどのようになっているのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   乳幼児のワクチン接種ですが、こちらも公立藤田総合病院の小児科で実施しており

ます。１２月２日現在で９件の接種が終了しておりまして、こちらの接種率は

５.９％となっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） それでは、この乳幼児のワクチンと小児ワクチンの違いというのは

どこにありますか。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   小児のワクチンと乳幼児のワクチンの違いでございますが、共にファイザー製では

あるのですけれども、種類が異なりまして、乳幼児のワクチンは特に量が少なくて、

１回当たりの接種が少ないので３回の接種が必要となります。大人は２回だったので

すが、乳幼児の場合は３回の接種が必要となります。接種間隔も大人と異なりまして、

３週間、８週間と開けて打つようになりますので、予約の段階で調整をしながら大人

と違う対応で子どもについては独自に対応しているということでございます。 
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   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 分かりました。保護者の方々というのは、接種に慎重になっている

方が多いと聞いております。そういった詳しい説明であるとか、できる限り接種しや

すい環境を提供することが接種率の向上につながっていくのではないかと思います。

これからもよろしくお願いいたします。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   現在、コロナ感染者の全数把握を行っていないため、市町村ごとの感染者が分から

なくなってしまいましたけれども、県全体においては感染者が増えつつあります。そ

こで、感染した町民への支援はどのようにしているのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   高齢者や基礎疾患のある方につきましては、かかりつけ医や公立藤田総合病院、ま

た北福島医療センターに発熱外来がございますので、そちらにご案内しておりますほ

か、ご家族に陽性者が出た場合や、濃厚接触者となった場合については、県の抗原検

査キット配付センターや陽性者登録センターの活用を案内しております。広報のお知

らせ版では、陽性になった場合に備えまして、解熱剤の確保や日用品の備蓄を呼びか

けさせていただいております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） そうですね、ぜひそういった広報活動を抜かりなくよろしくお願い

いたします。 

   では、次の質問に移ります。 

   この冬、新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行が懸念されておりますが、

町ではこのことに対しどのような対応を想定しているのか、お伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   現在、町では、季節性インフルエンザのワクチン接種につきまして、６５歳以上の

方は１,４００円の自己負担で接種できる助成を行っております。また、生後６か月

から１８歳までの方、それから妊娠されている方に対しては、１人１回１,０００円

の助成を行っております。現在接種を進めております新型コロナワクチンと季節性イ

ンフルエンザワクチンの同時接種も可能でございますので、積極的な接種を勧奨して

いるところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） この季節性インフルエンザに関連して重ねてお聞きいたしますが、

季節性インフルエンザは感染症法上では５類とされております。ワクチン接種はその

ため自己負担となります。現在、新型コロナについても２類から５類に変更させるこ
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とを想定した検討がなされております。今後、新型コロナが５類になれば様々な自己

負担が発生すると思われますが、現段階ではどのような影響が想定されるのかお伺い

いたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   自己負担の関係で、２類、５類の変更の議論だということでございますが、まず、

ワクチンの接種費用ですけれども、現在、コロナにつきましては、臨時接種というこ

とで、全額国費で行っているところでございます。これも季節性インフルエンザのよ

うになれば、今ご指摘のとおり自己負担のご心配が出てくると思います。現在、医療

機関に支払っている単価が２,２７７円、休日加算すると４,６２０円です。それには

ワクチン代が入っていませんので、ワクチン代込みの金額なれば、六、七千円では足

りないぐらいの単価がかかるだろうということが想定されますし、今は入院や宿泊療

養の場合はお金がかからないことになっております。これは２類であるということで

お金がかからないことになっていますが、自己負担が発生する可能性があるというこ

とでございます。 

   ただ２類であるために、濃厚接触者という形で、例えば病院の医療従事者が病院に

家族で感染してしまってなかなか出勤できない、それが医療の逼迫につながっている

という側面もございますので、これも５類になれば濃厚接触者という考えはなくなり

ます。そうなりますと、医療の逼迫は多少は防げるという形になりますので、２類、

５類の話でいえば、単純に何といいますか、費用負担ではなくて、解決できる部分も

ございますので、それぞれ一長一短があるということでございます。 

   感染症法上の取扱いにつきましては、町としても国の検討結果を十分注意して見て

いきたいと考えているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） ぜひよろしくお願いいたします。 

   次に、私はマイナンバーカードの普及促進の観点から質問いたします。 

   マイナンバーカードの我が町における交付枚数、交付枚数率、どちらも優秀である

と聞いておりますが、それぞれの枚数、枚数率はどのぐらいなのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   マイナンバーカードの１０月末現在の国見町の交付枚数は、４,８４５枚でありま

す。交付率は、国の基準は令和４年１月１日の人口を基準として、それが

８,６０１人に対しての率になりますが、５６.３％という数字になっています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 私はこの数字、パーセントについて、私は優秀であると思っており

ます。 
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   それでは、次の質問に移ります。 

   この交付枚数を上げるのにどのような方策を取ったのか、お伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   町民の交付申請の機会を確保するために、通常の窓口業務のほかに、毎月最終日曜

日については臨時窓口を開設しております。また、新型コロナワクチンの接種会場、

さらには期日前投票所におきまして特設受付場所を開設したり、町内企業やいきいき

サロンでの出張申請を行ったりしてまいりました。さらに、マイナポイントの制度も

併せて広報等で周知を進めている、以上でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） そうですか。私は、住民防災課の方々の日々のご努力、ご精励に対

して敬意を表するものであります。 

   では、次の質問に移ります。 

   政府が２２年度第２次補正予算案に８００億円を計上したデジタル田園都市国家構

想交付金の配分枠の一つに、マイナンバーカードの新たな使い道を考案した自治体が、

最大３億円を上限に事業費を交付金で受け取れるというのがあります。使い道が乏し

いというこのカードの弱点を自治体の知恵で取得率を上げる狙いらしいですが、この

際、チャレンジしてみてはどうでしょう。今も精いっぱいやっていると思いますが、

検討に値するかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   ご指摘の件につきましては、デジタル田園都市国家構想推進交付金の中に、先月の

１０日だったと思いますけれども、新たに追加されたメニューのマイナンバーカード

利用横展開事例創出型というメニューのご指摘だと思います。これにつきましては、

補助率１０割で、上限３億円というもので、自治体のマイナンバーカードの申請率が

７割以上であることが申請要件として挙げられているものでございます。今年度限定

的な交付金ということですが、詳細はまだ明確になっていないということから、現在

のところ準備しているところではございません。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） ぜひとも前向きな姿勢をよろしくお願いいたします。 

   では、次の質問に移ります。 

   政府では、２４年秋に健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化すること

を表明しておりますが、国民健康保険や後期高齢者保険では今後どのような準備を進

めていくのか、お伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 
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   マイナンバーカードがそのまま健康保険証となれば、今まで行っておりました保険

証の発行、それから限度額適用認定証の申請事務がなくなるということでございます

が、マイナンバーカードを紛失した方や取得していない方への対応も政府で検討する

ということでございますので、町では検討結果を踏まえて今後の準備に対応していき

たいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） ぜひともしっかりとお願いいたします。 

   それでは、最後の質問になりますけれども、町内の医療機関の中には、マイナンバ

ーカードの保険証利用に対応していない医療機関がありますが、町ではこの対応を医

療機関に対してどのような働きかけを行うのか、お伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   国が公表している医療機関の一覧によれば、先ほど浅野議員からのご質問の中にも

ございましたが、町内ではまだオンラインの資格確認に対応していない医療機関があ

るようですけれども、各医療機関ではオンライン資格の導入にあたってシステムを構

築する必要がありますので、町では直接的な働きかけはありませんが、各医療機関が

それぞれ適切に対応されると考えているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 分かりました。 

   私は、人類がやがてコロナ禍を克服し平和な生活を築き上げるよう願いまして、質

問を終わります。ありがとうございました。 

議長（東海林一樹君） 最後に、１番蒲倉 孝君。 

   蒲倉 孝君。 

（１番蒲倉 孝君 登壇） 

１番（蒲倉 孝君） 令和４年第５回国見町議会定例会にあたり、さきに通告いたしまし

た内容について質問させていただきます。 

   令和４年度当初予算事業の進捗等について、２つの件についてご質問いたします。 

   まず１つ目、定住化促進総合対策事業（大坂住宅リノベーションプロジェクト）、

こちらについてご質問させていただきます。 

   まず１つ目、ビジネスモデル的なこともありすばらしいと思いますが、リノベーシ

ョンありきで、新築建替えという考えはなかったのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） １番蒲倉 孝議員のご質問にお答えします。 

   大坂団地は昭和５２年に建設され、４４年が経過しています。現在と同じ仕様で新

築した場合、概算で８０００万円から１億円の経費が見込まれます。リノベーション

の利点は、建物の長寿命化と工事費が削減できることです。また、古い建物を現状の
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需要に合った建物に再生することで、限りある資源を有効に活用するＳＤＧｓの趣旨

にも合致します。こういった観点から、大坂団地の改修では、これまでの価値観に捉

われずに仕事の仕方を考える人たちが望むような付加価値をつけたリノベーション事

業が適正であると判断いたしました。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） コスト問題等々を考えた上でリノベーションという形になったとい

うことですね。分かりました。 

   では、次の質問に移ります。 

   リフォームでなくてリノベーションは、従来の既存の建物に対して新たな機能や価

値を付け加える改装工事と伺っておりますが、現在の建物は１棟４世帯の間取りにな

っていると思います。これを２世帯にして、統合して広々な空間を確保するという考

えはなかったのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えします。 

   今回の大坂団地の改修目的は、首都圏からのリモートワークやワーケーションの拠

点を造ることです。インターネットなどを利用した新しい形のビジネスを始める場を

造り、そこに人を呼び込むことです。 

   さらに、これを実現するための改修コンセプトは、１点目は、省エネルギー物件と

して、断熱性を高め、無駄なエネルギーの消費を削減すること、２点目、国の戦略で

あるデジタル田園都市国家構想に基づくネット環境を強化し、ネット販売やテレワー

クに対応できる環境を整えること、３点目、入居者おのおのが自由に空間を利用し活

用できるようにしていること、最後に４点目、賃借料を低く抑え、入居者が新しく起

業する場合、初期経費を抑えて事業を開始できるようにしていることです。 

   現状の建物を大きく変更することや床面積を大きくすることは、それなりの費用が

発生し、借主が負担する賃料に反映されます。さらに、これまでの福祉的意味合いの

強い生活するためだけの町営住宅の形態を目指すものではなく、働く場を提供するた

め、現状と同じように４つの区割りといたしました。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） いろんなコンセプトもあるみたいですが、要するに、入居者のター

ゲットを絞って、安価で借りやすくするためにこういうふうにしたということでよろ

しいでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） 蒲倉議員のお質しのとおりでございます。 

   答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） 分かりました。ターゲットを絞ったこと、ちゃんとした説明、そう
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いったものを今後していっていただきたいと思います。 

   では、（３）現在の進捗についてどうなっているかお伺いします。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えします。 

   大坂住宅リノベーション事業は、１１月２５日に入札を行い、同日、契約を締結い

たしました。現在、躯体の調査と使用部材の確認作業を進めています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） 分かりました。 

   別の質問をさせていただきます。 

   次の２番目の質問に移ります。 

   林業振興事業についてですが、桜の森について、町民の方々からひどい状態になっ

ているということをお聞きします。公園として整備を今後行う予定があるかどうかお

伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   桜の森の今後の利活用については、今年度に森林委員会を３回開催し協議してきま

した。次年度も継続して協議してまいりたいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） そうすると、その委員会で今後議論を重ねていって、今後の在り方

を決めていくということでよろしいですか。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   桜の森につきましては、整備をするかどうか、あるいはその整備はどのような形が

いいのか、賃貸借期間があと４年４か月残っていますので、その後どうするのか、そ

ういったものを総合的に森林委員会の中で相談して、ある程度の方向性を決めてまい

りたいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） 分かりました。結構広い敷地になっていると思うのですが、検討の

ほうお願いいたします。 

   ２番目の予算では下刈り３３万円となっておりますが、現在どのような状況になっ

ていますでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   桜の森の維持管理は、毎年春と秋の２回、シルバー人材センターに草刈りを発注し、

今年度については完了しています。 
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   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） 分かりました。 

   先ほども話しましたが、膨大な敷地で、隣接する土地もあるとお聞きしていますの

で、近隣の景観も考えて、関係者の方々に立派な桜を見ていただけるようにご協力の

ほうもお願いしていただきたいと思います。また、今後についても随時お聞きしてま

いりますので、よろしくお願いします。 

   以上で私からの質問は終わります。 

議長（東海林一樹君） これで一般質問を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇散会の宣告 

議長（東海林一樹君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   なお、午後２時４５分より広報常任委員会を委員会室で開催しますので、ご参集願

います。 

   １２月９日は午前１０時から本会議を開きます。 

   これで本日の会議を閉じます。 

   長時間にわたり、ご苦労さまでした。 

（午後２時３６分） 



 
 
 

第  ３  日 
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◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりでありま

す。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第５７号 国見町職員の高年齢職員部分休業に関する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１、議案第５７号「国見町職員の高年齢職員部分休業に関

する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第５７号、国見町職員の高年齢職員部分休業に関する条例

についてご説明申し上げます。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   山崎君。 

５番（山崎健吉君） ちょっと確認なんですけれども、この高年齢職員部分休業に関する

条例は来年の４月からということなんですけれども、これを見ますと、これ４０時間。

国見町は７時間４５分ですか、そして１週間にすると４０時間以内。１９時間４０分

くらいを１５分単位で与えるというように私解釈したんですけれども、そうすると

１週間ですか、１週間に１５分の１５分、３０分は早めに休んでもいいとか、それは

減額の対象になるんですけれども、そういう理解でいいんですか。 

   それから、もう一つ、これは退職期までというのは書かれていないんですけれども、

これは退職期まででいいんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） まず、１５分単位というのは、部分休業できる時間の単位なの

で、部分休業はその１９時間３０分から３１時間までの間で部分休業を取れるという

ことで、仮に休むとすれば３１時間までの間に１５分単位でという考え方。１５分し

か取れないというわけではないので、あくまでも単位ということで捉えてください、

１５分単位で。超過勤務なんかのつけ方も１５分単位でやるんですけれども、その刻

み方が１５分単位ということですので、１５分しか取れないとかそういう問題ではな

いということ。 

   あと、部分休業、５５歳になっていますけれども、退職までそこは取れますし、途

中で辞めることも当然できますし、うちの町では就学部分休業はないんですけれども、

自治体によっては就学、要するに勉強するための部分休業なんかやっているところも

あります。であれば、そこはその期間内だけは取れるような制度になっておりますが、

ここは高齢者ということに特化しておりますので、この中で６０歳、今度この後の条
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例で６５歳に延びることになれば、その間で辞めることもできるし制限することもで

きるし、そのままずっと部分休業することもできるという制度になるということです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎君。 

５番（山崎健吉君） ということは、１５分単位ごとに申請すれば取れるということで良

いのですか。何かこの条例文も地方自治法を見ると１週間のうちに半分ですから、多

分２０時間、１９時間ぐらいの中で１５分というふうに明記されているんですけれど

も、それがちょっと私、分かりづらかったものですから質問しました。もう一回お答

えいただきたい。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   週に最低限勤務する時間が２分の１は最低勤めなさいよということ。そこから

３１時間までの間で１５分単位で設定をして、そこは任命権者と取りたい人の協議の

中で１５分単位で設定できるということですので。よろしいでしょうか。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） いいですか。 

５番（山崎健吉君） はい。 

議長（東海林一樹君） そのほか質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５７号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第５８号 国見町下水道事業の設置等に関する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第２、議案第５８号「国見町下水道事業の設置等に関する条

例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第５８号、国見町下水道事業の設置等に関する条例に

ついてご説明申し上げます。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   佐藤定男君。 
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８番（佐藤定男君） この４条で、下水道事業に管理者を置かないものとすると。私は管

理者がいない事業って何なんだろうとイメージできないんですが、そうしますと事業

の責任者といいますか、それは誰になるんですか。 

議長（東海林一樹君） 上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） お答えいたします。 

   公営企業法によりますと、管理者を置くことが原則となっておりますが、条例に定

めれば置かないこともできるということになります。この権限につきましては地方自

治体の長が権限を持つことになります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） そのほかございませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５８号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第５９号 国見町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関 

        する条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第３、議案第５９号「国見町の議会議員及び長の選挙におけ

る選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第５９号、国見町の議会議員及び長の選挙における選挙運

動の公営に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５９号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 
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議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６０号 国見町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

◇議案第６１号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

        整備に関する条例 

議長（東海林一樹君） おはかりいたします。 

   日程第４、議案第６０号及び日程第５、議案第６１号は、定年延長分等の関連議案

につき一括議題とし、説明及び質疑、討論は一括して行い、その後の採決については

１件ずつ行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第６０号及び６１号を一括議題と決しました。 

   日程第４、議案第６０号「国見町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」

及び日程第５、議案第６１号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） それでは、まず議案第６０号、国見町職員の定年等に関する条

例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

  （以下議案書により説明） 

総務課長（阿部正一君） 続きまして、議案第６１号、地方公務員法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明いたします。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   蒲倉君。 

１番（蒲倉 孝君） 議案第６０号のほうですが、職員の定年を６０歳から６５歳に改正

するということですけれども、１４条を見ますと２年ごとに年齢を引き上げていくよ

うに取れるんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 蒲倉議員のご質問にお答えいたします。 

   国の法改正による経過措置といたしまして、一気に５歳引き上げると５年間退職者

がいないという状況があるということもありまして、新規採用もしていかなければい

けないというその年齢バランスのことを鑑みて、２年ごとに経過措置として来年には

６１、その次６２、６３と、令和１３年で制度が完成するという段階的な措置を踏む

ということで今回の経過措置は定められています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６０号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

   これから、議案第６１号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６２号 国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用弁償に関する 

        条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第６、議案第６２号「国見町議会議員の議員報酬・期末手当

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６２号、国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６２号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

議長（東海林一樹君） 起立多数です。 

   したがって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６３号 国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条 

        例 
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議長（東海林一樹君） 日程第７、議案第６３号「国見町長等の給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６３号、国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例についてご説明いたします。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

   浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 議案第６３号について討論を行います。 

   議案第６３号でありますが、町長等の期末手当について人事院勧告に基づいて

０.０５月分を引き上げるとする条例の改定であります。 

   本条例については、東日本大震災の後、平成２４年３月定例会で町長３２％、副町

長及び教育長が１７％の減額をしております。さらに同年１２月には減額分を特別職

等報酬審議会の答申に基づき１０％と改定をしております。そして、今年の３月定例

会においては、これを元に戻すべく改定をしております。 

   しかし、その後、世界的な経済状況により物価の上昇が続くこととなりました。町

民の生活は容易でない状況にあります。人事院勧告とはいえ、町民の立場を取れば給

与の増は考えられないことであります。よって、本議案については反対とします。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） ほかに討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

議長（東海林一樹君） 起立多数です。 

   したがって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第８、議案第６４号「職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６４号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてご説明いたします。 

  （以下議案書により説明） 
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議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６４号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６５号 国見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

        一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第９、議案第６５号「国見町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６５号、国見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６５号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６６号 国見町特別会計条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１０、議案第６６号「国見町特別会計条例の一部を改正す

る条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６６号、国見町特別会計条例の一部を改正する条例の件

についてご説明いたします。 
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  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６６号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６７号 国見町公共下水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１１、議案第６７号「国見町公共下水道事業運営審議会条

例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第６７号、国見町公共下水道事業運営審議会条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６７号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６８号 国見町水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１２、議案第６８号「国見町水道事業経営審議会条例の一

部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第６８号、国見町水道事業経営審議会条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。 
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  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６８号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６９号 国見町水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準 

        を定める条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１３、議案第６９号「国見町水道事業の業務に従事する職

員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例」の件を議題といたしま

す。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第６９号、国見町水道事業の業務に従事する職員の給

与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６９号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７０号 工事請負契約の締結について 

議長（東海林一樹君） 日程第１４、議案第７０号「工事請負契約の締結について」の件

を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。生涯学習課長。 
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生涯学習課長（小野笑子君） 議案第７０号、工事請負契約の締結についてご説明いたし

ます。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） ただいまの工事請負に関して、文化センターの体育館を壊すとい

うことなんですけれども、この文化センターのステージの下にある様々な用材という

か、椅子とか様々な机とかがございますけれども、その処置というか、それは廃棄と

いうことにするんですか。それとも新たな場所に移動させるという考えを持っている

のか、その点についてお尋ねします。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） ９番渡辺議員のお質しにお答えいたします。 

   観月台文化センター体育館のステージ地下には、テーブル、パイプ椅子などが現在

保管されております。一部古いものもございますので、使用できないものについては

廃棄をさせていただきまして、利用できるものにつきましては、ほかの体育館などで

利用したいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７０号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７１号 令和４年度国見町一般会計補正予算（第５号） 

議長（東海林一樹君） 日程第１５、議案第７１号「令和４年度国見町一般会計補正予算

（第５号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第７１号、令和４年度国見町一般会計補正予算（第５号）

についてご説明いたします。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   蒲倉 孝君。 
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１番（蒲倉 孝君） １２ページ、２款総務費、８目企画費、１４節工事請負費なんです

けれども１３８４万３０００円、大坂住宅リノベーション事業に係る工事請負費の補

正増だと思うんですが、当初予算３７３５万７０００円、合計しますと５１２０万円

になると思います。１１月２５日の入札結果３０００万円と報告いただいております

が、この増額について詳細を説明お願いいたします。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） １番蒲倉議員のご質問にお答えいたします。 

   今回の大坂団地のリノベーション事業でございますが、当初、工事費３０００万円

ということで契約を結ばせていただきました。この中身につきましては、外壁の断熱、

外回り、あと屋根の貼り替えということになっております。今回、補正予算でお願い

したものにつきましては、天井部分及び床の断熱工事及び内装分の改修工事、電気関

係の設備工事ということになっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉君。 

１番（蒲倉 孝君） その工事の内容もですけれども、原材料の高騰とかそういったもの

はなかったんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   まず、この契約についてでございますけれども、年度当初より改修工事の詳細な設

計を行ってございました。ただし、相次ぐ建設部材、建設物価の高騰によりまして、

当初予算内では難しいということになりました。よって、今回補正をお願いしたとい

うような流れになっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） 続けて別な質問よろしいでしょうか。 

議長（東海林一樹君） はい。 

１番（蒲倉 孝君） ２１ページになりますが、１０款教育費、１目教育総務費、１２節

委託料の３０００万円ですが、くにみ学園基本計画策定業務委託費の補正増だと思う

んですけれども、くにみ学園構想シンポジウムやワークショップなどで保護者の方々

や一般の方々から意見交換をされていると思うんですが、その辺の説明をいただいた

上で今回の補正増についてご説明いただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） １番蒲倉議員からのご質問にお答えする前に、本会議でのスムー

ズな審議のため、私から補足の説明をさせていただきたいと思います。 

   くにみ学園基本構想について、私どもが意図したものではありませんでしたが、結

果として議会議員の皆さんに説明が不足していた点について真摯に反省をしていると

ころでございます。申し訳ありません。また、今後適切に説明の機会を設けていきた

いと考えてございます。 
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   それでは、くにみ学園基本構想の進捗の状況等についてご説明をいたします。 

   基本構想の進捗は全体の８割程度と見込んでいます。現在、目指す子どもたちの姿

を実現するための学園の機能を検討しています。この学園の機能を基に規模感、大き

さですかね、規模感から建設候補地を絞り込む作業を進めていくことになります。 

   なお、建設の候補地については、総合的な観点から、くにみ学園として一体的利用

が可能な町有地を基本に考えていくこととします。 

   構想の具体的な進捗ですが、基本構想７つの章で構成されています。第１章から第

５章までを終えているところです。第６章、第７章で保育・教育計画の考え方、施設

環境の方針、それを踏まえた建設地の選定あるいは必要な教室等の検討に入ります。

特に第６章の目指す子どもの姿や保育・教育の計画について、保護者の皆さん、幼小

中の先生方、コミュニティスクール委員会、これは保護者、地域の代表の方、あるい

は福祉・教育関係者による学校運営協議会ですが、さらに保護者、一般の方を対象と

したワークショップ、小学生のタウンミーティングなど８回の意見交換の場を設けて

いきました。加えて策定委員会は３回ほど開催しています。 

   今後のスケジュールですが、建設候補地を含め１月には中間報告をしたいと考えて

います。基本構想は策定は２月を予定し、切れ目なく事業の推進に当たるため、策定

後に基本計画の発注をするため本定例会で補正予算をお願いしているところでありま

す。 

   なお、順調に進めば３月定例会で繰越明許をお願いし、令和５年度にかけて基本計

画の策定を進めていきたいと考えています。 

   以上、審議にあたっての補足の説明とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） ほかに。 

   佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） ただいま、教育長から、くにみ学園の進捗状況についてお聞きしま

した。８割方進んでいるというお話でございます。 

   そこでなんですが、この委託料の３０００万円、８割進んでいて、なおかつ委託、

要は第三者委託だと思うのです。この３０００万円という金額の大きさで、私、ちょ

っとイメージできない。具体的にどのようなことになるんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） ８番佐藤議員のご質問にお答えいたします。 

   基本計画は基本構想で定めた基本理念、コンセプトを実際に具現化していく作業に

なります。基本設計に入るための与条件の整理と学園整備の概算を出していきます。

具体的には、くにみ学園のゾーニング、各部屋の大きさ、デザインを検討します。認

定こども園、義務教育学校、子どもクラブ、預かり保育、体育館、グラウンド、給食

施設など全ての施設の各部屋ごとに、大きさ、デザインを決めていく作業を行います。

そして、全体のイメージパースを作成します。また、防災、避難所機能の検討も必要

になると考えています。全体事業のスケジュールと整備の概算事業費を出す作業にな

ります。 
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   これらの作業を行うためには、専門的な知識と技術が必要になります。町として大

変大きな整備事業になりますので、基本構想をきちんと反映して具現化した基本計画

を策定して概算事業費をつかみ、次の基本設計、実施設計に入りたいと考えておりま

す。このために委託事業としてお願いしたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 今、内容についてお聞きしましたが、そうしますと私はこの今の話

の内容は、いわゆる教育委員会、自分たちでできるんではないかと思うんです。自分

たちでしっかりと基本理念やその他に付随することを話し合って決めて、なかつその

上で自分たちの目指す学園はこうするんだというイメージを、具体的に今度は校舎を

どうする、土地はどうする、教室は幾らに、その辺は次の段階でのことだと思って、

その時点において第三者に委託するものではないかと私は思うんですが、そういう段

階を踏むことでは駄目なんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） お答えをいたします。 

   今ほど佐藤議員からのご質問であったとおり、様々な検討をこれから進めていくこ

とにはなります。教育の理念であったりとか、各部屋の例えばその数、それから、こ

れからの生徒数をイメージしての教室の数等については、これは基本構想の中で今具

体的に議論をして、それが先ほど話をしましたように８割方は終わってきたかなとい

うところで、これからはその事業、用地の選定というようなところに入ってくるとい

うことで、先ほどお話を申し上げました。 

   基本計画については、今、構想が８割方できている中で、その構想を具現化するた

めの計画という位置づけになっています。 

   では、そこで具体的に何をやるのかというところなんですが、一番大きいのは全体

の敷地に対する配置の計画であったりとか、あるいは各部屋の大きさ、デザインとい

う話をしましたけれども、具体的な寸法まではいかないですけれども、部屋の大きさ

を示していくというのを各部屋ごとにやっていく必要があります。この諸室の検討だ

けでも学校には普通教室、特別支援の教室、それから理科とか音楽等の特別教室、さ

らに図書室、会議室、多目的なホール、ランチルーム、保健室といった様々な部分が

あります。今回は０歳から１５歳ということもありますので、それこそ小さいお子さ

んの保育をする保育室、遊戯室、一時預かり、学童保育というところもあります。こ

れらを全てそれぞれ検討していくということになりますので、この作業については作

業量が膨大ということも当然ありますけれども、きちんとした専門的な知識がないと

できないということがありますので、これをしっかりと定めて、次の基本設計に移り

たいということで今回お願いをしてございますので、ご理解をいただければと思いま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 
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   渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 同じことについて聞きたいと思います。 

   今、私、伊達地方消防組合議会で聞いてきたことなんですけれども、まず基本構想、

何をつくりたいのか、どういうふうにしたいのか、今、教育長が言ったように、もの

を造るには今の子どもの人数とか、あるいはどういう建物にしたいのかとかいうよう

なものがあるんで、その基本構想をつくるのにお金がかかると。いろんなものを造る

ため、基本構想を考えるために、その人の意見をもらうために基本構想をつくりたい

ということでいいんですよね。基本構想をつくりたいということの前提でしたときに、

問題はそのつくった後に、その後に基本計画をつくっていくんだと、段階的にいくん

だと思うんですよ。 

   そうした場合に考えられるのは、基本計画をやっていく上での基本構想をまともに

やらなくちゃ駄目なんだということは分かりましたけれども、その基本構想に入って

いくときに教育委員会の意見、つまり、つくったものに対して教育委員会がただ言う

のか、それとも一緒に基本構想を８割方つくっているんですけれども、そこに教育委

員会も交ざってその８割方できているけれども、基本構想を確実にしていくというこ

とで考えていっていのか、教育委員会がそこまで入っているのか、ちょっとお聞きし

たい。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） 渡辺議員のご質問にお答えいたします。 

   現在、策定委員会の中で進めておりますのは基本構想の検討でございます。新しい

学園を整備するために、町の保育と教育についての現状と課題を抽出して、その課題

解決のために町は子どもたちにどのような教育をしていくのか、その教育のためには

どんな機能が必要なのか、基本理念を定めて将来的な子どもの数を考えながら、必要

な学級数、必要な施設規模、場所、大まかなスケジュールなどを定めていくものでご

ざいます。 

   現在、ワークショップ、数々開催しながら、それらの意見を取りまとめ、今年度こ

の基本構想を策定できるように進めているところでございます。この構想を具現化し

ていくのが基本計画になります。今回お願いしている委託予算につきましては、この

基本計画の策定業務になります。この基本計画、基本設計に入るための与条件の整理

と学園整備の概算を出すものでございます。学園整備の設計、工事を進める上での根

幹となる計画でありまして、基本構想で定めた町の基本理念、コンセプトを実際に具

現化していく作業になります。その後に基本設計に入っていくことになります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） ちょっと繰り返しますが、この３０００万円の中に、くにみ学園の

基本理念作成が含まれているんですか。それとも、理念も含めて計画策定業務もこの

委託料に入るんですか。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 
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学校教育課長（大勝晴美君） 現在、基本構想のほう、策定を進めておりますが、こちら

の構想の中で町として子どもたちにどんな教育をしていくのか、そのためにどんな機

能が必要なのか、基本理念をここで決めるために検討を進めているところでございま

す。この構想、この理念を具現化していくものが基本計画となります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 私が言いたいのは、要はその計画、要は言ってしまえば事務作業で

すよね。例えば校舎の改修とかの物理的な費用とかではなくて、そういう事務作業に

おいて３０００万円かかるというのが、私はちょっとイメージできないんですが、そ

の辺はどうなんですか。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（大勝晴美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

   積算根拠でございますけれども、建築関係設計業務等委託料算定要領に基づく積算

になります。幼稚園、学校の種別で延べ床面積、仮に１万平米とします。工期を約

５か月として計算しました。この場合の人件費に諸経費、技術経費、消費税を加えま

して約３０００万円という予算を積算してございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） そうしますと、設計料……同じことをやっているんですか。 

議長（東海林一樹君） 続けてください。 

８番（佐藤定男君） はい。そうすると、今の段階で設計料も含めた料金がこの

３０００万円に入っているということでよろしいですか。 

議長（東海林一樹君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） お答えをいたします。 

   先ほど来の答弁の中でもしているんですが、基本計画と基本構想はまるで別なもの

とご理解をいただきたいと思っています。一般的なところでお話をさせていただきま

すけれども、基本構想は例えば建物の整備の骨格の部分を定める、いわゆる教育の理

念であったりとかというところに該当するかもしれません。基本計画というものにつ

いては、基本設計の一部としてやられることも多いというところはあります。だから、

なじみがないというのも当然だと思っています。ただ、今回のくにみ学園の整備につ

いては、学校、さらには認定こども園、体育館、グラウンド、プール、さらにそれに

付随する学童保育であったりとか、そういうところまで含んで規模の大きい整備にな

ります。そのところを考えていくと、きちんとした事務作業としての構想については、

私ども一生懸命、今やっているところであります。 

   その次の段階に移るときに、まず、この今やっている構想をより具体的にしてもら

って、設計するときの条件をあらかじめ整理をしてもらう、このところをやっていか

ないと、大規模なこの整備事業は進まないと思っています。 

   先ほども話ましたが、事業全体のスケジュール、これは具体的な工事の部分も含め
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て、専門的なところも含めて検討いただきます。さらには概算の事業費、これは私ど

も事務屋ではちょっと難しいところですので、きちんとした概算の事業費をはじくこ

とで今後の財源への対応であったりとか、あるいは年度的な問題であったりとか、そ

んなことに対応していくということになりますので、まさにその基礎をきっちりと固

めるという作業を、今回基本計画の中で進めていきたいと思っています。 

   さらに、構想ができて、構想を具現化するということですので、きちんと流れをつ

けて間が空かないようにやっていきたいということで、今回お願いしているというこ

とをご理解いただければと思います。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） では、もう一回だけ 

８番（佐藤定男君） 最後に申し上げます。 

   今、教育長の説明で理解できました。私は最初、計画策定業務の３０００万円とい

う委託料が、くにみ学園全体のいわゆる理念から全て運営まで、何か第三者に丸投げ

をしているんではないかというイメージがありましたんで、いろいろ質問いたしまし

た。ありがとうございました。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

   町長。 

町長（引地 真君） まず、町側からも議会の皆さんにはおわびをしなければならないと

思っています。一般会計補正予算の審議をしていただいていますが、このくにみ学園

に関して町側の議会に対しての説明の不足、これを本当に痛感しています。町を代表

して心からおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。 

   その上で、くにみ学園の今回の３０００万円の補正予算については、教育委員会が

答弁をしたとおりです。この３０００万円というのは、基本計画の委託料を補正をお

願いしているということになります。 

   現時点で教育委員会を中心として作業を進めている基本構想も今日お願いをしてい

る３０００万円の基本計画全て丸投げではなくて、町としての、くにみ学園はどうい

ったものがいいかという、その根本的なところ、ここは第三者には譲りません。 

   これまでの国見町の教育というのは、特に震災後の１０年間、教育委員会から予算

要求されてきたものに対して町側は削りに削っていました。引地が生涯学習課長だっ

た平成３０年度には、学校教育課の職員が生涯学習課に来てコピー用紙をくださいと

言ったことがありました。何をするのかと聞いたら、中学校でコピー用紙が足りない

という。中学校で購入すればいいではないかというと、その予算がないという。コピ

ー用紙を購入する予算も十分につけていない町だったのです。教育予算を削りに削っ

てそこまでやっていた。ましてやトイレットペーパーを買う予算づけも十分ではなか

ったということも後に聞きました。そういった、きちんと教育環境を整備するための

予算をつけない町というのは未来はないだろうと思っていました。 

   教育というのは、今すぐ結果が現れるものではありません。橋を造る、道路を造る、

そういった目に見える効果というのはなかなか出てきません。ただ、子どもの数が少
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ない、出生数が少ない中で、若者、子育て世代がこの国見町に注目するための子育て

環境あるいは教育環境をしっかりとこの国見町は再構築をしなければならないと思っ

ています。 

   今、保育所、幼稚園、小学校、中学校、それぞれ１校ずつありますが、場所を考え

ていただければ分かるとおり全部ばらばらの場所にあります。小さい子どもを持って

いる保護者は、まず保育所に子どもを預ける、そして、その足で今度は幼稚園に行く、

そういったことを毎朝繰り返しています。これも子育て環境を良くするためにはその

改善も必要だろうと思います。 

   くにみ学園を考えているのは、教育長が答弁をしたとおり１か所にして保護者の負

担を軽減する、そして地域がその子どもたちをしっかり見守る、そういった環境をつ

くるということも必要なんだろうと思っています。そういった町の基本的な考え方を

きちんと具現化するためには、町の考え方を委託先に伝えて、それをよりグレードア

ップさせる知見を持っている人たちと組まなければ、国見の教育環境というのは良く

ならないし、子育て充実をさせるための一つのコンテンツである教育の充実というの

も図られないだろうと考えました。 

   まずは今、国見に暮らしている子どもたちの教育環境を充実させたい、教育を受け

させるなら国見だと。では国見に移住しようかと思ってもらえるほどに充実させたい

と思いました。そういった意味も込めての今回のこの３０００万円の補正予算ですの

で、どうぞご理解いただいてご承認いただきたいと考えています。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 今、町長からそのような話があったんですけれども、これは町とし

て大きなプロジェクトになると思うんですけれども、なぜ今までそのような話をして

こなかったのか。重大な話ですよ。聞けばホームページに載せてあるとか、あるいは

「政経東北」でしたっけ、そういうところにも語ってあると。若干は議会に説明、教

育長から若干あったのかな、あるんですけれども、正式な詳しい説明、何もないんで

すよ。それで、委託料がばっと出てきまして３０００万円。これ、どうなんですかと

いうことで、だんだんそういう話があるということで、それはちょっと話が逆ではな

いかなと思います。 

   この件については、その委託料も含めまして、もうちょっと詳しいというんですか

ね、客観的、具体的な話をもう少ししていただきたいなと思います。今、ここで初め

てそういう理念なりなんなりを町長の口からいただきました。教育長からもいただき

まして、それでここで採決しろというのは、ちょっと虫が良すぎるんではないかなと

思います。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 私も同じような発言かもしれませんけれども、今年の６月の一般質

問で、一体、くにみ学園はいつ頃できるのかと。初めてその時期に令和９年度か令和
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１０年度かというような話が出て、それ以来数えますと半年くらい、その話は全く皆

無に等しかったということで、今、宍戸議員も話したように、その前段に教育長も今

まで話してこなかったことについてはいろいろ弁解しているようですけれども、やは

りその辺がないままに今回この３０００万円というのは、中身的に本当に簡単にこれ

は設計料だとか、これは何々料だとか、今までのところには結構あるのです。だから、

その辺を含めてきちっと整理してから出していただきたかったなと、こういうふうに

思っております。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 答弁はいいんですか。 

５番（山崎健吉君） 結構です。 

議長（東海林一樹君） 村上君。 

７番（村上 一君） １７ページの農業振興費なんですけれども、その中の国見町伐採木

剪定枝等肥料化促進事業に３００万円となっているんですけれども、確かに我々も剪

定すれば出るんですけれども、その処分に苦慮しているんですよ。その中でどういう

事業かお聞きしたいと思うんで、よろしくお願いします。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 村上議員のご質問にお答えいたします。 

   今回、補正予算に計上しております補助金につきましては、剪定枝を粉砕するチッ

パーを３台導入したいとするものでございます。具体的な内容につきましては、ＪＡ

ふくしま未来に２台、伊達果実農業協同組合に１台、合計３台を配置して、生産者が

借りて使用することを想定してございます。 

   なお、現在、剪定枝については焼却していますが、環境に配慮した形ですと、やは

りチッパーで細かく砕いて肥料として畑に還元する。このことによって肥料代の軽減、

さらには地球温暖化、そしてＳＤＧｓの理念にも合致しますので今回３台導入をした

いとするものでございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） ２０ページになります。消防費の中の災害対策費なんですけれど

も、委託料として、資料によりますと防災行政無線基本設計業務委託というふうなこ

とになっていますけれども、今、何か不具合があって新たなシステムに置き換えると

いいますか、替えるという意味なんでしょうか、どういうことなんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   現在の防災行政無線については１２年ほど経過しておりまして、来年度におきまし

てはシステムの変更というものを現在予定しております。近年いろいろ技術が上がっ

ておりまして、今の防災無線の精度、さらには能力等について、再度来年改正に向け

て、この時点できちんと調査をして、適切な形で来年改修に向けて進めたいというこ

とで、今回この調査分について委託料を計上させていただいた次第でございます。お
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願いいたします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） そうしますと、機械がどうなのかということではなくて、システ

ム全体を変えるというふうなことで、この基本設計を進めるという理解でよろしいん

ですか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） 基本的なことについては、現在の防災行政無線、それなり

の効果というか役割を持っていますんで、大筋ではありませんが、その後の各通信シ

ステムですとか、そういったものが随分進歩していると。さらにはこの事業を来年度、

起債の関係で、さらに交付税も関係の事業の関係で結びつけるための、その辺の考慮

もございますので、そういったことを加味しながら調査のほうを進めていきたいと考

えております。よろしくお願いします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

   山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ５番。 

   １８ページの７款商工費のまちづくり交流推進費です。この指定管理料４４０万円

ほどプラスされているんですけれども、基本的に今までは２５００万円ですよという

話だったんですけれども、なぜここにきて、赤字の補塡とは言わないんでしょうけれ

ども、こういうふうになったか、ちょっと教えていただきたい。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 山崎議員のご質問にお答えいたします。 

   商工費の中に負担金として指定管理料４４０万円の補正増、今回お願いしてござい

ます。内容としましては、道の駅国見あつかしの郷の指定管理料の増額になりますが、

中身としましては電気代の高騰に伴う増額になります。道の駅国見あつかしの郷で使

用した電気代については、毎月全額分が会社に請求が行きます。そして、会社が支払

います。町が２５００万円の指定管理料を支出していますが、その２５００万円の中

に町が負担すべき公的な部分の電気代も入っています。 

   ところが、今回の電気代の高騰に伴って、道の駅でも電気料が毎月高騰しています。

当然その中には町が負担すべき電気料も含めて会社が先に支払っていることになりま

すので、町が支払うべき公的部分の電気代については、町とまちづくり会社の協議に

基づいて、高騰している電気代分を今回増額をお願いする中身になってございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） そうしますと、電気代って公共料金ですから、例えば水道とかそう

いうものも上がれば、これはプラスと、こういうふうなことで考えているんですか。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えいたします。 

   道の駅国見あつかしの郷では、当然、電気、ガス、水道などのいわゆる光熱水費が



 

‐92‐ 

 

かかってございます。ガスに関しては、どちらかというと営利目的の部分ですので、

ここの部分については当然会社が負担すべきものと考えてございますが、水道につい

ては公衆トイレの部分の水道代も非常に大きくなってございますので、水道代がもし

値上げになった場合には、当然、町と会社の協議に基づいて指定管理料を増やすかど

うかを協議していきたいと考えてございますし、トイレの部分については、当然、国

からも一部負担をいただいておりますので、国と町との協議でも、きちんと負担して

いただくべき金額は町から国に請求をしていきたいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎君。 

５番（山崎健吉君） ちょっと別な問題です。いいですか。 

議長（東海林一樹君） 別の問題ね。はい、どうぞ。 

５番（山崎健吉君） ２６ページの一般職の超過勤務が、今回累計で１１１４万

３０００円プラスになっているということなんですけれども、これでいいですか。 

   そうしますと、これはこれなんでしょうけれども、私、また計算、若干してみまし

たら、そのほかに給与の減額というのがあるんです。これ、給与の減額というのは、

ここに出ていないんですけれども、プラスマイナスすると私が計算した話では

６７４万４０００円なんですよ。ということは何を私が言わんとしているか。

６７０万円近くが余っているのは約１.何人位余っていますねと、人数的には。それ

なのに超勤が１１００万円ということは、ちょっと合わないんではないですかと。何

か人はいるけれども超勤稼ぎのためにこの超勤に振っているんではないのと。であっ

たら人員を削減したらいいんでないというのが、私の考えなんですけれども、その辺

はどうなっているか、ちょっと教えていただきたい。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） まず、超過勤務については、年度当初についてはシーリングで

上げていて、現状を見ながら９月補正なり１２月補正で増やしていくということにし

ておりまして、当然３月の震災もありましたし、前年ぐらいの規模に、前年決算から

いえば２００万円ぐらい増えていますけれども、ほぼ前年並みぐらいの予算にはしな

ければ、ちょっと３月までもたないかなということで計上させていただきました。 

   給与については、令和４年当初予算のときには前年の現員・現給で計上するという

ことと、それに伴う令和４年の人事異動に伴う整理が当然必要になるんですけれども、

ご存じのとおり７月で退職者２名がおり、その分がそっくり余ると言っちゃおかしい

んですけれども、その部分が大きな減少の原因になっているのかなと。そこで１人辞

めれば、そこの部署は当然人が１人足りなくなるので超過勤務は増えることもありま

すし、これは業務のやり方にもよるんですけれども、一概にそこが要因とは言えない

んですが、ざっくり言えば年度途中で辞めた分が給与のほうが減ったと。超過勤務に

ついては、基本、前年並みぐらいの見込みで計上させていただいたということでご理

解をいただければなと思います。 

   以上、答弁といたします。 
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議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） この給与については、それこそ０.１とか０.２人工とかという話に

なりますから、なかなか難しいと思うんですけれども、この超勤、１１月の監査報告

で監査委員のほうから、これ出ているんです。９月の決算議会でも副町長は、特別な

業務と捉えて超過勤務を指示しているんだと、こういうふうなお話をしましたね、こ

こに書かれていますけれども。それなのに、これには命令した人、長ですね、所属長

が判こも押していないんですよ、これ、命令簿に。これはどういうような指導をして

いるのか、ちょっと教えていただきたい。全然合わないんではないですかというよう

なことです。指導体制がなっていない、こういうふうに思っています。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えします。 

   監査での指摘事項については、庁議を通じて関係各課長にそこは指示をしておりま

す。ただ、超過勤務命令につきましては各課の管理になっていまして、最終的にこち

らには正式に上がってこない。各課の課長の命令になるので。給与を払うときにしか

回ってこないという状況もありますので、そこはちょっと私が全部チェックしている

というわけではございませんので、そこはなるべくチェックして漏れがないように、

今後注意をしていきたいと考えています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） いや、今、私、総務課長に名指しで言ったわけではなくて、ここに

書かれているのは所属長ですから、多分、ここにいる皆さんが所属長なんですけれど

も、その人たちの誰か知りませんけれども、そういう意見を代表というか副町長なり

総務課長が指示をしているにもかかわらず、これには判こを押していないから、その

指導はどうなっているんですかというのを私は問いたいんですけれども、その辺だけ

教えていただきたい。副町長お願いします。 

議長（東海林一樹君） 副町長。 

副町長（佐藤克成君） お答えをします。 

   超過勤務命令簿に判こを押していないという監査委員からの指摘があったのは事実

でございますので、その部分については、当然超過勤務というのは各課長が命令をし

て実施を確認をして、システム上、総務課に申請をするということになっていますの

で、当然漏れがあってはいけないことでございます。引き続きそういうことのないよ

うに指導していきたいと考えてございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） ほかに。 

   八島博正君。 

１３番（八島博正君） １３番。 

   ただいま、５番議員の関係する残業代、２６ページですけれども、今、副町長答弁

しましたけれども、副町長がこの対策会議の委員長だということで、あえてもう一度
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質問しますけれども、今回の１１１４万３０００円の増によって前年度と同額くらい

の５５００万円の総額になってきました。調べてみますと、しようがないのかなと思

うところもあるんですが、総務の３５４万３０００円を筆頭に、税務はこれは税務申

告、これからあるから２００万円というのは理解できるんですけれども、戸籍係で

１２０万円、社会福祉係で１１００万円、保健体育というと公民館で大体しても社会

教育のもの、体育関係で出るんですけれども、これも１００万円という形で補正され

ております。 

   やはり、９月の年度の決算でも監査から指摘されました残業代、１００時間超える

職員をなるべく少なくして去年よりは少なくなっているのだけれども、もっと努力す

べきだという指摘がございましたけれども、今回の補正で、また前年と同額くらいの

残業代になっちゃったなと思うんですけれども、残業を減らす対策として内部検討会

か、内部の中でどのような対策をしているのか、副町長に質問いたします。 

議長（東海林一樹君） 副町長。 

副町長（佐藤克成君） 八島議員の質問にお答えをいたします。 

   今回、１１００万円の補正増ということでございますけれども、当初予算を組んだ

時点では３月１６日の地震災害は想定していないわけですので、その部分を既存予算

で使ってしまって不足しているという部分、また、令和３年度の地震の影響もあり、

そのような事情もあって、若干不足する見込みだということで、今回補正をお願いし

たということでございます。 

   それで対策でございますが、前回９月の議会でもお話をしました。まず、職員の意

識改革も含めて、先ほど山崎議員からもございましたけれども、超過勤務というのは

本当に特別なものなんだよということで、本当に必要な部分だけ各課等の長に申請を

して了解をもらって残業をするということをさらに徹底をさせ、それと組織検討委員

会のお話もさせていただきましたけれども、私がトップで、今年度については４回で

すかね、開催してございます。 

   業務量は毎年変化していきます。例えば、くにみ学園構想を策定するというと、業

務がやはりそこの課に集中してしまう。そうしたらば次年度の組織はどうしたらいい

んだということで、現在もそういう部分を含めて、ほかにいろんな業務もございます

けれども、組織検討委員会の中で検討しながら、来年の４月に向けて必要に応じて年

度途中でもその組織を見直すというのもありなのかなと思いますが、そういうことで、

これから来年度に向けてさらに検討を進めていくというような状況でございます。 

   それと、あと９月の議会で申し上げたもう１点が、職員個々人のスキルアップです。

これはすぐに研修会をやったからってスキルが上がるものではないんですけれども、

それぞれ各研修機会を増やして、知識を深めて業務にあたる、町民のために業務にあ

たるということをさらに引き続き徹底をして、超過勤務の削減、働き方改革につなげ

ていきたいと考えてございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 
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   蒲倉君。 

１番（蒲倉 孝君） 先ほど浅野議員から質問あった件を確認したいんですが、住民防災

課長に確認いたします。 

   昨年、私、１２月の議会で９年超経過した防災無線の件を質問させていただいた経

緯がございます。その際は、検討します、今課長おっしゃったように、機器はもう進

んでいるので、ただ、そこでアプリがどうのこうのとかという返答をいただいていた

んですけれども、今回は無線の電波そのものを改善していただけるということでよろ

しいんですか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   今回につきましては、防災行政無線、それを第三者の目からいろいろ検証するとい

うこと、さらには先ほどありましたアプリの関係、個人の方にどういうふうに通知を

するか、そういった制度も現在発展しておりますので、その辺の関係の導入も含めて

更新を進めると。なお、そういうことで考えております。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉君。 

１番（蒲倉 孝君） 結局そっちですか。今の現在使っている防災無線の外部アンテナで

対応したとかいろいろ聞きますけれども、いまだに入らないところが多いんですよ。

そこを改善するというための委託料ではないんですね。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   現在の戸別受信機のほうの関係も含めて、実は先ほどお話にあったように情報が入

らないということもありますが、さらには個人個人への通知ということも考えるんで、

その辺を総合的に考えたいと。ただし、すみませんが電波の周波数だとかその辺の変

更についてどうなるかというのは、ちょっと私、今の段階ではお答えできませんので、

総合的には判断を進めたいと考えています。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

   山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ８ページの、これは何だ、国庫補助金の４番の土木費国庫補助金で

５５２万円、屋根耐風改修支援事業ですか、これがあったんですけれども、これは何

件くらい補助したんですか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） ５番山崎議員のご質問にお答えいたします。 

   屋根耐風改修事業に係る実績でございますが、現在３５件の補助をいたしており、

これからまだ申請見込みもございますので、今回２０件分の事業費の補正ということ

で歳入のほうを見込んでいるところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎君。 

５番（山崎健吉君） ということは、これ、１９ページのほうの同じ都市計画に５５２万



 

‐96‐ 

 

円入っているんですけれども、そうするとトータルすると、１０００万円ちょっとに

なるんですけれども、これは両方、今プラスした答えでいいんですか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   その１１００万円でございますが、事業費のうち２３％分の補助額を計上していま

す。これについては国費と、あと町単独費も入って合計で１１００万円ということで

ございます。事業費の２３％の補助の２０件分の基本額５５万２０００円の２３％。 

   失礼しました。１１４０万円の根拠を改めて説明しますと基本額５５万２０００円、

これから申請が見込まれる２０件分の事業費ということで計上させていただいており

ます。補助率は２分の１となります。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ということは、これは屋根だけの話で、ブロックも補助しますよと

いう話も出たんですけれども、ブロックはこの中には入っていないというか、もう終

わったということでいいんですか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   この挙げている補助金の中にはブロック塀は含まれておりません。なお、ブロック

塀の申請は受け付けているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

   松浦常雄君。 

１１番（松浦常雄君） １２ページの情報管理費、１４節工事請負費として１７０万

８０００円とありますが、国見町地域イントラネットケーブル移設工事とありますが、

どの地域なのか説明をお願いします。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   こちらのイントラネット光ケーブルの移設工事につきましては、４号国道拡幅工事

に伴うものでございまして、地区としましては上野台運動公園の入り口から県北中学

校あたりまでということになっています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

   宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 私、先ほど言ったように、２１ページの教育総務費の委託料、これ

特定財源その他となっているんです、３０００万円。一般財源ではないんですけれど
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も。この件について先ほど町長、教育長から初めて詳細または目的等を教えていただ

きました。外部からはいろいろあったんですけれども、初めてそういう形の理念とか

構想とか、初めてこういう対面で説明していただきました。これ本当に重要なことで、

国見町としては大きなプロジェクトなんです。私も人づくりは本当に大切だと思いま

す。最重要だと思います、当町においては。 

   よって、どういう形でロードマップの中でこの委託料がここに当てはまるというこ

とで示していただかないと、どこでこの委託料が発生するのか、もうちょっと具体的

に示していただきたい。それと、分かる範囲でロードマップ、これも示していただき

たいと思います。 

   私は、この件についてまだ十分理解していませんので、この予算については反対を

します。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） ほかに討論ありませんか。 

   渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、私どもとしてはこの予算は賛成の意見として考えたいと思い

ます。 

   やはり今、大分問題になっているのは３０００万円のことだと思うんですけれども、

教育の問題に関しては、今、教育長あるいは町長のほうからの答弁もいただきました。

これは、あくまでもこれからつくるこれからのものでありますから、これに対してど

うしようもないということではなくて、これからを見るための初めのお金だと思って

おります。これができて、そして基本設計及び基本計画になったときに、もう一度こ

の状態がいいのだ、そして、みんなが喜ばれるという教育場所をつくるためだと思う

んであれば、この予算を通すべきだし、私はこの議案に賛成をいたします。 

   以上であります。 

議長（東海林一樹君） ほかに。 

   佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 私は賛成の立場でお話を申し上げます。 

   私、最初はいろいろ質問したとおり、委託料３０００万円について、どうも納得が

できないという考えがありまして、質問に対する答弁によっては、これは反対しよう

と考えていました。でも担当課長及び教育長、なおかつ町長からのお話を聞きまして、

くにみ学園についての理念をしっかり持って、グランドデザインをしっかり指して、

そして、その上で計画を委託するということでございますので、私は賛成いたします。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） そのほか。 

   山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 私も反対の立場から質問させていただきます。 

   今、３０００万円のお話なんですけれども、結局、先ほど私もお話ししたように

６か月もたっても、やっと今この３０００万円の話をして、どこに何を使うというの
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は今いろいろお話あったようですけれども、まだまだ説明が足りないと、こう思われ

ますので私は反対したいと思います。 

議長（東海林一樹君） そのほか討論ありますか。 

   松浦君。 

１１番（松浦常雄君） 佐藤定男議員と大体同じなんですけれども、最初はこの

３０００万円のことが内容が分からなくて、どうなのかなという思いでしたが、教育

長、それから町長の説明で概略理解できました。それで私は賛成の立場で述べます。 

議長（東海林一樹君） ほかに討論ありますか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７１号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

議長（東海林一樹君） 起立多数です。 

   したがって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） １１時５５分まで休議いたします。 

（午前１１時４８分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午前１１時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７２号 令和４年度国見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議長（東海林一樹君） 日程第１６、議案第７２号「令和４年度国見町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） 議案第７２号、令和４年度国見町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７２号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 
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   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７３号 令和４年度国見町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議長（東海林一樹君） 日程第１７、議案第７３号「令和４年度国見町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） 議案第７３号、令和４年度国見町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７４号 令和４年度国見町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議長（東海林一樹君） 日程第１８、議案第７４号「令和４年度国見町介護保険特別会計

補正予算（第２号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。福祉課長。 

福祉課長（黒田典子君） 議案第７４号、令和４年度国見町介護保険特別会計補正予算

（第２号）についてご説明申し上げます。 

  （以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７４号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 
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   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７４号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇同意第３号 国見町渇水対策施設財産管理委員の選任につき同意を求めるこ 

       とについて 

議長（東海林一樹君） 日程第１９、同意第３号「国見町渇水対策施設財産管理委員の選

任につき同意を求めることについて」の件を議題といたします。 

   書記に議案を朗読させます。 

（書記 同意第３号を朗読） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから同意第３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本件はこれに同意することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、同意第３号は原案に同意することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） 追加日程がありますので、暫時休議いたします。 

（午後０時０４分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午後０時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

◇追加日程の議決 

議長（東海林一樹君） ただいま配付いたしました追加日程表のとおり、２件の追加があ

りますので、これを本日の日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、この２件は直ちに議題とすることに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議員の派遣について 

議長（東海林一樹君） 日程第２０、「議員の派遣について」の件を議題といたします。 
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   おはかりいたします。 

   本件はお手許に配付したとおり派遣することにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件はお手許に配付したとおり派遣することと決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇常任委員会の所管事務調査について 

議長（東海林一樹君） 日程第２１、「常任委員会の所管事務調査について」の件を議題

といたします。 

   本定例会までに総務文教、産業建設、広報の各常任委員長より、私宛てに閉会中の

調査について、それぞれ実施したい旨の申出がありました。 

   おはかりいたします。 

   各常任委員長の申出のとおり、閉会中の調査を実施することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、閉会中の調査は実施することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇町長挨拶 

議長（東海林一樹君） 以上で、本定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたし

ました。 

   町長より挨拶があります。町長。 

町長（引地 真君） 令和４年第５回国見町議会定例会の閉会にあたり、挨拶します。 

   ご提案した議案は、格別のご理解により、原案のとおり議決いただいたことに感謝

します。ありがとうございます。また、議案審議の過程において出された意見につい

ては、執行部はしっかりと肝に銘じ対応していきたいと考えています。 

   議員諸氏には、今後も町政進展、町民福祉の向上のための施策にご理解の上、出精

されるよう切望し、閉会の挨拶とします。ありがとうございました。 

◇          ◇          ◇ 

◇閉議及び閉会の宣告 

議長（東海林一樹君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

   令和４年第５回国見町議会定例会を閉会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後０時０８分） 
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   会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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